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は じ め に 

 

九州大学病院看護部は「人間性を尊重し、患者さんに信頼される質の高い看護の提供」を

理念に掲げ、①患者さんに満足される安全で安心な看護の提供、②豊かな人間性と高度な専

門的知識・技術を持ち、適確に判断し実践できる看護師の育成、③大学病院の使命を認識し、

専門職としての自己研鑽、④他部門と協働し、患者さんを中心とするチーム医療の推進、⑤

大学病院の看護師として、看護・教育・研究を通した地域への貢献、⑥組織の一員として、

積極的に病院経営に参画するという６つの基本方針のもと、私たちが目指すあるべき看護の

姿を実現するべく、日々研鑽に努めているところです。 

 従前からの医療を取り巻く環境の変化に加え、医師不足等によるさまざまな医療の問題が

大きな社会問題となっているなか、私たちには患者の療養生活を支援する専門職として、患

者、地域、社会のニーズに適切に対応し、安全で安心な看護が遂行できる質の高い看護実践

能力をもった看護職員の育成が求められています。 

しかし、一方で医療安全や患者の人権への配慮の取組みが強化されるなか、看護実践能力

に関して、臨床で必要とされる看護実践能力と看護基礎教育の乖離による新人看護職員育成

にかかる臨床の負担増、就職後の集合教育と OJT との連携不足による看護実践能力の質担保

の不十分さ、また養成課程においては制限ある実習環境のなかで基本的な看護実践能力の習

得が不十分であり、卒業時の看護実践能力の到達度が不明であることから、大学と病院の指

導体制の脆弱さ等多くの問題を抱えているのが実状です。 

 このたび、九州大学病院看護部は、平成 21年度文部科学省大学改革推進事業「看護職キャ

リアシステム構築プラン」に採択され、「看護実践力ブロッサム開花プロジェクト」を立ち

上げ、活動を始めました。このプロジェクトでは、九州大学病院看護部と九州大学医学部保

健学科が連携した教育プログラムや教育体制を開発・整備することで、看護学生の看護実践

能力の質を保証し、看護職員の看護実践能力の質の持続的な向上を図り、将来に向けたキャ

リアパスを構築することを目的としています。また、保健学科だけに留まらず、医療系統合

教育研究センターと連携した教育環境の整備や、デジタルメディシン・イニシアティブ部門

や教育学部からの情報提供、指導、助言を受けながらプログラム開発に努め、大学病院と教

育現場が協働し、看護学生から看護職員まで連続した教育システムを提供し、高度な医療に

対応した看護職員育成体制の構築を推進します。 

 本プロジェクトの取組みにより、看護職員一人ひとりが自ら考え、学習し、社会ニーズに

対応した専門性の高い看護職員として成長していくよう支援を行っていきます。この報告書

は、プロジェクトの初年度である平成 21年度の活動をまとめ、ここに報告するものです。 

 

平成 22年 3 月吉日 

                           九州大学病院 

  看護部長 事業推進責任者 

中 畑 高 子 
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Ⅰ プロジェクト概要 

 

 

１．取組みに至る背景  

１）社会的背景 

 医療技術の進歩、患者の高齢化・重症化や平均在院日数の短縮化など、臨床現場で看護職員に

求められる役割は、急速な変化を伴いながら、複雑多様化している。また、医師の不足、厳しい

医師の勤務状況により、看護職員に対する業務範囲拡大が求められており、看護師の知識・技術

の高度化が社会的に必要となってきている。 

このような社会状況において、平成 19年度に 7対１の入院基本料を取得した九州大学病院にお

いても充実した看護体制を整えることが急務となっている。 

しかしながら、高度化する看護師の知識・技術への要請に対応する、臨床での体系付けられた

教育システムは確立していない。特に新人看護職員教育に関しては、臨床現場で求められる看護

実践能力が、教育課程で習得してきたレベルと臨床現場で期待されるものとでは、大きく乖離し

ており、教育システムの体系化とともに、実際に教育を担当する指導者に多大な負担がかかり、

疲弊している。 

教育課程においても、高齢者問題や在宅、地域医療の問題など、学ぶべき科目の増大により、1

科目の教育時間が激減し、看護師として求められる資質の養成のための時間が圧倒的に不足して

いる現状である。また、臨地実習の時間短縮だけでなく、患者の人権への配慮や医療安全確保の

ための取組みにより、実習できる内容が制限されるまでに拡がっている。限られた教育時間、実

習環境の中では、臨床現場で即戦力として求められる基本的な看護実践能力の習得は不十分であ

る。社団法人日本看護協会が実施した『2006 年 看護教育基礎調査』においても、養成所教員の

約 7割が、「現行の教育では十分な知識や技術の養成は困難」と回答している。また、看護基礎

教育卒業時の看護実践能力の到達度や到達目標に明確な指針がないため、新人看護職員の看護実

践能力の到達度を的確に把握することが困難である。そのため、看護教育課程で習得した基礎看

護実践能力と就職後の集合教育との連続性がなく、新人看護職員の看護実践能力の質の担保が不

十分になっている。 

 また、同協会が実施した 2004 年『新卒看護職員の早期離職等実態調査』によると、新卒看護職

員の職場定着を困難にしている要因として、看護基礎教育での習得レベルと臨床現場で求められ

る能力の乖離や従来に比べて看護職に高い能力が求められている現状、そして現代の若者の精神

的未熟さや弱さが挙げられている。新卒の看護職員も仕事を続けていく上での悩みは、「配置部 

プログラム名称 看護職キャリアシステム構築プラン 

事 業 名 称 看護実践力ブロッサム開花プロジェクト 

事業推進責任者 九州大学病院 看護部長 中畑 高子 
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署の専門的な知識・技術が不足している（76.9％）」、「医療事故を起こさないか不安である

（69.4％）」、「基本的な技術が身についていない（67.1％）」という結果が出ている。 

このような社会背景のもと、平成 21年 3月の厚生労働省『看護の質の向上と確保に関する検討

会』の中間とりまとめにおいて、看護基礎教育と臨床現場との乖離を埋めるためには、看護基礎

教育の充実を図るとともに、新卒看護職員研修の制度化・義務化を視野に入れ、新卒看護職員の

離職防止の観点からも、新人看護職員研修の実施内容や方法について早急に検討し、実施すべき

とした。 

平成 21 年 12 月には厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン」に、新人看護師研修は看護

師としての基本的な実践能力を獲得するための研修であるべきこと、新人看護師研修は、看護基

礎教育との連続性を持って実施されるべきであると示されている。 
 
２）九州大学病院看護部の現状 

 高度医療を提供する九州大学病院は、平成 21年 4 月１日時点で 1,147 人を超える看護業務が従

事している。7対 1の入院基本料を取得した平成 19年度には、全体の看護職員の 23.9％を占める

260 人もの新卒看護職員が入職している。平成 18年度までは、新卒と通算看護職経験年数が３年

未満の看護職員数は合計すると、全体の 2割程度で推移していたが、平成 19 年度以降では、全体

の 3～4割を占めるまでに増加している（表 1参照）。 

新採用者には、教育研修として就任初日からの「新採用者オリエンテーション」で看護技術の

演習機会を提供しているが、人数の増加に伴い、設定された研修時間の中では、十分な技術演習

の実施は困難である。さらに、集合教育での実技演習と、現場の実践を結びつける継続的な教育

システムが確立していない。大勢の新卒看護職員を対象とした教育プログラムを開発、提供する

ことは、入職から 5年を目途として、多岐にわたって看護実践能力を発揮し、チームリーダーと

して活躍できる人材を育成することを目指している当院看護部にとって最重要課題となっている。 
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表 1 九州大学病院看護職員数推移 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

776 784 821 1090 1139 1147

65 42 78 260 119 77

8.4% 5.4% 9.5% 23.9% 10.4% 6.7%

120 121 108 121 350 351

15.5% 15.4% 13.2% 11.1% 30.7% 30.6%

184 192 201 149 113 139

23.7% 24.5% 24.5% 13.7% 9.9% 12.1%

149 152 168 257 241 249

19.2% 19.4% 20.5% 23.6% 21.2% 21.7%

137 143 129 157 173 189

17.7% 18.2% 15.7% 14.4% 15.2% 16.5%

80 91 96 100 100 90

10.3% 11.6% 11.7% 9.2% 8.8% 7.8%

41 43 41 46 43 52

5.3% 5.5% 5.0% 4.2% 3.8% 4.5%

＊各年度の職員数は４月１日時点での人数とする。

＊各年度の職員数は、パートタイム等フルタイム以外の就業形態の職員数及び産休・育児休業中の者を除く。

人数

全看護職員数に占める割合

人数

全看護職員数に占める割合

　２０年以上～３０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

　３０年以上　（単位　上段：人　下段：％）

人数

全看護職員数に占める割合

人数

　１０年以上～２０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

　１年以上～３年未満　（単位　上段：人　下段：％）

　３年以上～５年未満　（単位　上段：人　下段：％）

全看護職員数に占める割合

　５年以上～１０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

全看護職員数

　１年未満　（単位　上段：人　下段：％）

通
算
看
護
職
経
験
年
数
別
人
数
構
成

人数

全看護職員数に占める割合

人数

全看護職員数に占める割合

新卒看護職員数

全看護職員数に占める割合
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当院における看護職員離職率は、年々減少傾向にあるものの、平成 21年 3月 1 日時点において

全看護職員数の 9.1％である（下記表 2参照）。特に、新卒者が大量入職した平成 19 年度と 20

年度は、約 12％の新卒者が 1年未満に離職している。安心・安全な看護を持続的に提供する体制

を維持するには、当院において質の高い看護実践能力を持続、向上しながら成長するシステムに

より、教育プログラムを受けた人が定着するよう、新人や様々なクリニカルラダー段階にいる人

のニーズに対応したサポート体制を充実させ、魅力ある職場として発展していくことも求められ

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2 九州大学病院看護職員離職状況 

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

776 784 821 1090 1139 1147

796 812 877 1125 1160 1163

人数 87 103 86 115 128 106

10.9% 12.7% 9.8% 10.2% 11.0% 9.1%

1 4 3 0 1 0

1.1% 3.9% 3.5% 0.0% 0.8% 0.0%

65 39 78 260 119 77

5 2 3 32 15 0

7.7% 5.1% 3.8% 12.3% 12.6% 0.0%

　１年未満（単位　上段：人　下段：％）

2 2 2 21 9 0

0.3% 0.2% 0.2% 1.9% 0.8% 0.0%

　１年以上～３年未満　（単位　上段：人　下段：％）

25 24 21 33 58 24

3.1% 3.0% 2.4% 2.9% 5.0% 2.1%

　３年以上～５年未満　（単位　上段：人　下段：％）

19 24 26 19 25 41

2.4% 3.0% 3.0% 1.7% 2.2% 3.5%

　５年以上～１０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

24 30 22 23 20 22

3.0% 3.7% 2.5% 2.0% 1.7% 1.9%

　１０年以上～２０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

11 10 5 7 8 8

1.4% 1.2% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%

　２０年以上～３０年未満　（単位　上段：人　下段：％）

1 4 3 1 2 2

0.1% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2%

　３０年以上　（単位　上段：人　下段：％）

1 4 3 1 2 2

0.1% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2%

定年による退職　（単位　上段：人　下段：％）

4 5 4 10 6 8

0.5% 0.6% 0.5% 0.9% 0.5% 0.7%

※１：「全看護職員数」は各年度４月１日時点での人数とする。

※２：「各年度職員数」は各年度４月１日時点での在職者（新採用者含む）に各年度内の中途採用者数を合計した人数とする。

＊年度ごとの退職者データは、年度途中の退職者数、年度末退職者数を合計した各年度３月３１日時点の人数とする。

　ただしＨ21年度のみ３月１日時点の人数とする。

＊産休、育児休業中の退職者は上記データから除く

新卒看護職員数に占める割合

人数

各年度職員数（※２）

離職者のうち看護職
自体を離職

（
再
掲

）

各年度職員数に占める割合離
職
状
況

新卒看護職員数

新
卒
者
の

離
職
状
況

各年度看護職員数に占める割合

人数

各年度看護職員数に占める割合

人数

各年度看護職員数に占める割合

人数

人数

各年度看護職員数に占める割合

人数

各年度看護職員数に占める割合

全看護職員数（※１）

九
州
大
学
病
院
在
職
年
数
別
離
職
状
況

人数

各年度看護職員数に占める割合

人数

各年度看護職員数に占める割合

人数

各年度看護職員数に占める割合
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 九州大学医学部保健学科から当院へ入職する卒業者数を下記表 3に示している。大学化した平

成 18年保健学科卒業者の 35.6％、平成 19年度：43.2％、平成 20年度：46.7％と、年々当院へ

の就職率は上昇している。毎年 40％以上の学部卒業生が当院へ就職しており、高い就職率を維持

している。自大学から当院への就職率の高さからも、看護基礎教育から臨床現場への連続性のあ

る教育システムを確立、提供することは、臨床現場に入職してきた際の看護職員としての看護実

践能力の質向上へ繋がり、優秀な人材確保も可能となるため、必要不可欠なこととなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3 九州大学医学部保健学科卒業後進路 

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

保健学科卒業者数 73 81 75 76

人数 26 35 35 37

卒業者数に占める割合 35.6% 43.2% 46.7% 48.7%

人数 45 30 36 27

卒業者数に占める割合 61.6% 37.0% 48.0% 35.5%

人数 2 5 4 2

卒業者数に占める割合 2.7% 6.2% 5.3% 2.6%

人数 0 11 0 10

卒業者数に占める割合 0.0% 13.6% 0.0% 13.2%

＊Ｈ21年度進路は平成22年2月28日時点での内定者数とする。

九大病院への就職

九大病院以外へ就職

進学者数

その他（看護師や助産師、保健師以外の職種に就職、または進路不明者）

卒
業
後
進
路
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 現在、九州大学病院看護職員の教育研

修は、全職員を対象にクリニカルラダー

を基盤としたプログラムで構成されて

いる。レベルⅠ（新人看護職員）からレ

ベルⅣまで「院内教育プログラム」に沿

って集合教育（Off-JT）と分散教育（OJT）

を通して段階的に学んでいく。 

 看護部では、専従の教育看護師長およ

び副看護師長と看護部教育委員会、各部

署の教育担当副看護師長で構成される

教育 WG が企画・運営する研修を行って

いる（図１参照）。 

新採用者には、就任初日から「新採用

者オリエンテーション」の研修を行い、

2日目からは看護部でのオリエンテーシ

ョン及び看護技術研修が開始される。 

看護技術の修得においては、各専門分

野のスタッフにより研修が計画・実施さ

れ、原理・根拠を踏まえた安全、安楽な

基本技術の修得を目指している。専門看

護の修得や看護研究への支援及び各部

門主催の学習会など、看護師としての知

識や技術を磨く教育の場を豊富に提供

しているものの、1,000 人規模の看護職

員を擁している組織として、よりきめ細

やかで、ニーズに対応する体系付けられ

た教育プログラムを展開させていくこ

とが重要となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<教育担当＞

副看護部長―看護師長―副看護師長

教育委員会

副看護師長WG

（各部署教育担当副看護師長）

図 2 看護部院内教育プログラム 

図 1 看護部の教育体制 



 

２．取組みの概要  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１）目的 

社会的ニーズに対応し、九州大学

ニーズに対応した専門性の高い看護

連携した体系付けられた教育システ

ィードバックすることで、看護学生

ャリアパスを構築することを目的と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本的

看護実践能力育成

プログラム

新人看護

プログ

院内

プログ

学生 

新人 
看護職員 

ナビゲー

キャリア

9 

学病院看護部の看護職員一人ひとりが自ら考え、

護職員として成長していくよう病院看護部と医学

テムを学問的検討を加えながら、開発・整備し、

生の看護実践能力の質を保証し、看護職員の、将

とする。 

護師育成

グラム

内教育

グラム

看護実践能力定着・
向上プログラム

院内外研修

教育プログラム

人事交流

図 3 プロジェクト概要図 

確実な看護実践能力
を持つ看護職員 

ーションシステムを活用し自ら学び、 

アプランを立てキャリアパスを構築 

学習し、社会

学部保健学科が

養成課程へフ

将来に向けたキ

 

教
育
者 

 

管
理
者 

 

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト 

 

質
の
高
い 

ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト 



 

看護

教育

プログ

開発

２）概要 

 看護部に設置した看護キャリアセ

看護部、保健学科双方の委員から

に対応した看護職員の看護実践能力

及び向上プログラムと学生の看護実

施・検証する基本的看護実践能力育

アティブ部門やＭＥセンター、教育

たプログラムは臨床のみでなく、教

り、それぞれにおいて実践的で教育

 
３）５か年のプロジェクト事業

 
 
 看護実践力ブロッ

サム開花プロジェク

トとして「教育プロ

グラム開発」「教育

指導者養成」「人事

交流」「キャリアパ

ス構築」の 4つの柱
で取組みを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組み内容 
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実践力ブロッサム開花プロジ

育

ラム

発

教育指導者

養成
人事交流

センターを看護部及び保健学科の連携・育成本部

らなる看護キャリアシステム運営実行委員会が、

力の着実な向上方法を検討・実施・検証する看護

実践能力の卒業時到達目標設定と臨床実習の在り

育成プログラムを展開する。本学デジタルメディ

育学部の協力を得てプログラム開発を行い、展開

教育現場にもフィードバックする。また、双方の

育的な関わりができる人材の育成を目指す。 

業計画 

図 4 プロジェクトの取組み 

図 5 ５か年の実施計画 

ジェクト

キャリア

パス構築

と位置づける。 
社会のニーズ

護実践能力定着

方を検討・実

ィシン・イニシ

開する。開発し

の人事交流を図
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到 

達 

目 

標 

 
・静脈注射教育プログラムに基づき教育され IVナースとして認定された看護師が看護職員全

体の 80％以上になる。 

・輸液ポンプ、シリンジポンプのインシデントレポートが最も多かった時に比べ 20％減少する。

・クリニカルスキルトレーニングセンターを活用する看護師が 50％以上増加する。 

・新人看護師は厚生労働省「新人看護職員の臨床実践能力」に基づき、1年後の評価を行い、

それまでの新卒採用者と比較して全項目到達度が高い。 

・教育を受けた実習指導者が各病棟 2人以上いる。 

・臨床から保健学科への 1年研修を終えた者（教育指導者）が 6人以上いる。 

・教育指導者は臨床及び保健学科において、教育的な指導が看護職員と学生にできる。 

・臨床において実習指導要項を作成し、それをもとに実習指導者が指導できる。 

・看護学生の看護実践能力について保健学科が設定した卒業時到達度の確認を行う。 

・看護学生から看護職員までのキャリアパスの構築・提示・管理・支援ができる。 

 

効 

果 

 
看護学生から新人看護師及び経験ある看護職員に至るまで、臨床と保健学科が一貫した方針

のもと、協力して育成にシステム的に関わることで、看護職員の質を担保した看護実践能力の

定着と向上が持続的に図れる。また、看護学生に看護職員のキャリアパスを構築・提示するこ

とで、将来の自分の姿をイメージしながら看護基礎教育を学び、さらに職業人として自ら学ん

でいく強い動機づけになる。現在、自大学より保健学科卒業生の 40％以上が当病院に就職し、

離職者はほとんどいない状況であるので、このプランを実行することでこの状況をさらに持

続・発展させることが可能である。看護職員においても、当院のクリニカルラダーと連携させ

たキャリアパスの提示は、現在の自分の能力を客観的に評価することにつながる。また、評価

を踏まえて自分のキャリアをどう積んでいくのか自らが将来を選択することが可能となる。 

 

評 

価 

体 

制 

 
教育プログラムについて、内部評価として、プログラムを推進する２つのワーキンググルー

プによりそれぞれ評価を行う。評価はプログラムにより教育を受けた者及びプログラムを実施

した者に対するアンケート調査や年毎の目標管理を行う。また、上位委員会の看護キャリアシ

ステム運営実行委員会で評価する。さらに、外部評価として、クリニカルスキルトレーニング

センターの管理担当者、医療系統合教育研究センターの教員、当院を実習施設としている他の

看護大学等の教員を含めた外部評価委員会を設け、定期的に評価を行う。教育指導者養成、人

事交流、キャリアパス構築については看護キャリアシステム運営実行委員会および外部評価委

員会で評価する。評価結果は、それぞれのプランを実行するワーキンググループや看護キャリ

アセンターの次年度のプランに反映させる。企画、運営、結果については、看護部ホームペー

ジに公開する。 

 

５か年の到達目標と期待される効果、評価体制 
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（１）教育プログラム開発 

 
 
看護学生、新人看護職員及び経験ある看護職員に対し、確実な看護実践能力を担保

し安全で安心な医療の提供ができるよう教育プログラムを開発する。教育プログラム

は、看護職員のための「看護実践能力定着・向上プログラム」、看護学生のための「基

本的看護実践能力育成プログラム」を開発する。それぞれのプログラムの内容を図 6
に示している。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【看護実践能力定着・向上プログラム】 

①安全に実施する静脈注射教育プログラム 

静脈注射教育プログラムは医師、薬剤師との連携のもと、安全に責任をもって実施

できるプログラムを開発する。このプログラムでは、院内における静脈注射認定看護

師（IV ナース）の育成を目的とする。 

 
②インシデントからみた医療機器操作強化プログラム 

身体侵襲の大きい特定の医療機器の操作強化プログラムはデジタルメディシン・イ

ニシアティブ部門や教育学部、院内では医療安全管理部、認定看護師、ＭＥセンター

等と連携しながら、開発、実施する。  
看護技術の向上や患者への安全な医療の提供に繋がる医療機器の操作トレーニング

については、専任の看護師をクルニカルスキルトレーニングセンターに配置し、いつ

でも使用し、かつ指導が受けられる体制を整備する。クリニカルスキルセンター利用

については、センターにすでに配置されている物品管理担当の事務員と協力し、看護

職員の学習環境を整える。  
 

③確実な看護実践能力定着のための新人看護師育成プログラム  

確実な看護実践能力定着のための新人看護師育成プログラムは、現在実施している

「新人フォローアップ研修」「プリセプターシップ研修」を継続実施する。「新人フ

ォローアップ研修」時には、新人看護職員の看護技術習得度チェックを実施、その結

果を分析した上で、新人看護職員に不足している看護技術を強化するための教育プロ

グラムを開発、実施する。  

取組み内容 

図 6 教育プログラム概要 

プログラム

開発

看護実践能力定着・向上

プログラム

①安全に実施する静脈注射教育

プログラム

②インシデントからみた医療

機器操作強化プログラム

③確実な看護実践能力定着のた
めの新人看護師育成プログラム

基本的看護実践能力育成

プログラム

①臨床による実習指導要項開発

プログラム

②実習指導者育成プログラム
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また、技術演習のためのシミュレーターを整備し、実技演習環境を充実させる。シ

ミュレーターは、集合研修時の活用に留まらず、各部署に貸し出し、個別の自己研鑽

にも利用を推進させる。シミュレーター機材の具体的整備では、静脈注射教育プログ

ラム及び新人看護師育成のためのプログラムにおいて利用するバーチャルI.V.や各部

署でのOJTに役立たせる静脈穿刺アームアドバンス、新人看護職員が苦手とするフィジ

カルアセスメント能力を定着させるための実習モデル、eラーニングによる教材開発の

ためのコンテンツ自動作成システム等を計画している。 

【基本的看護実践能力育成プログラム】  

看護基礎教育課程で学んだ知識、技術、態度の統合を図り、看護実践能力の基本を

身につける貴重な学習課程である臨地実習を、より効果的なものとするために、保健

学科教員と連携をとりながら、臨床現場の看護師が教育者として学生を指導するため

の「実習指導要項」を作成する。実習指導要項は、各病棟の実習指導者で構成する「実

習指導者会議」で、臨地実習のガイドラインである「実習指導要項」作成後、ガイド

ラインに即した各部署での実習指導内容の実習指導要項を作成する。また九州大学に

おける看護学生の卒業時到達目標を保健学科に設定してもらい、看護部が確認する。  
また、実習指導者を育成するために実習指導者育成プログラムを整備し、実施する。  
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到 

達 

目 

標 

【静脈注射教育プログラム】 

・医師及び薬剤師と連携し、静脈注射教育プログラムを作成する。 

・静脈注射教育プログラムに則り、該当する看護職員は全員研修を終了し、認定を受ける。 

・見直されているガイドラインに沿って、特殊な部署等を除き病棟・外来を問わず静脈注射の

認定を受けた看護職員は医師との連携を行い、安全に静脈注射を行う。 

【医療機器操作強化プログラム】 

・インシデントレポートを分析し、医療安全管理部、認定看護師、ＭＥセンターと連携し、医

療機器（輸液ポンプ、シリンジポンプ、レスピレーター、）操作の強化研修を行う。 

【静脈注射教育プログラム及び新人看護師育成プログラム】 

・クリニカルスキルトレーニングセンターの学習環境（トレーナー、演習機材）を整える。 

・eラーニング教材の開発を行う 

（看護実践能力向上教材や採血、静脈注射、輸液ポンプ、シリンジポンプ、レスピレーター等

看護技術向上教材） 

【基本的看護実践能力育成プログラム】 

・看護部の実習指導に関する「実習指導要項」をガイドラインとして作成後、各部署の実習指

導要項を作成する 

・看護学生卒業時の技術到達目標の提示と確認を行う。 

効 

果 

 病院で認められた静脈注射教育プログラムに沿って研修を受け認定された IVナースが静脈

注射を実施することは、病院として医療の質を担保することであり、何より患者の安全を確保

することになる。また、常時使用できるクリニカルスキルトレーニングセンターの運営は技術

の定着及びブラッシュアップに欠かせない環境であり、自主的に学習して高度化する医療に対

応し、適切に看護が提供できる人材育成に貢献できる。 

ME 機器に関連したインシデント報告の多い事項について、車椅子ロボット等について研究し

ている本学デジタルメディシン・イニシアティブ部門、教育学部等の他学部と連携して教育プ

ログラムを開発、実施、検証することで、患者及び看護職員双方にとって安全な看護や医療の

提供に繋げることができる。 

 保健学科と連携し、学生時代より臨床現場の環境を活用した実習経験を積むことにより、卒

業時のリアリティショックを軽減させ臨床へできるだけスムーズに移行できる。さらに、卒業

時までに必ず経験させる事項等きめこまやかな教育をすることや、卒業後は新人看護師対象あ

るいはクリニカルラダーにそった研修を確実に実施することで質的向上が期待できる。 

 実習指導要項による効果的な実習指導、学生の卒業時の到達目標の提示と確認、新人看護師

育成プログラム、それに続く教育プログラムを連携させることは、看護実践能力の質を保証、

あるいは質の持続的な向上を保証するものである。特に安全に実施する静脈注射教育プログラ

ムは、看護師の業務拡大が期待されている中、責任をもって静脈注射が実施できることを目指

すものであり、他学部の教員等と連携し開発する医療機器操作強化プログラムは、インシデン

トの同種同根の発生数を減少させることにつながり、教育プログラムとして発展・展開させる

ことで社会的に有用となる。 

５か年の到達目標と期待される効果 
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（２）教育指導者養成 

 

教育原理や教育技法を実践的に学ぶことにより、臨床において看護学生の実習指導や看護職員

の教育指導を効果的に実施できることを目的とする。看護キャリアシステム運営実行委員会が主

体になり、①看護職員を保健学科へ 1年間の人事交流をさせ、ＴＡ（ティーチング・アシスタン

ト）や実習担当を研修させ終了後は臨床において教育指導者として活動する。また、②千葉大学

での教育指導者育成コースへの研修参加、③県主催の実習指導者講習会の受講、さらに、④保健

学科の教員企画による実習指導者研修を実施する。①～③については、希望しても参加できる人

員が少なく大規模な職員を抱える当院では必要な養成人数までに時間を要す。従って、保健学科

や教育学部と協力し、年間を通し実習指導者研修を実施する。実習指導者へのアンケート認識調

査を行い研修に活用する。保健学科との人事交流について内容や方法、人選等検討する。①②の

該当者を教育指導者とし、③④の受講者を実習指導者とする。 
 

 

 

到 

達 

目 

標 

・臨床から保健学科への 1年研修を終えた者（教育指導者）が 6人以上いる。 

・教育指導者は各部署の実習指導者を指導し、看護学生の指導に主体的に関わり、保健学科と

連携する環境を作る。 

・教育指導者は主に新人看護師の実践能力の定着・向上に関わる。 

・県の実習指導者講習会参加応募 2～3人／年間、千葉大学教育指導者育成コース参加応募 1

人／年間 

・院内での実習指導者研修会の開催 年間 12 回（1回 90 分）と参加者年間 40人～50人 

効 

果 
教育原理、教育技法等優れた教育学的知識をもった教育指導者が臨床に増えることにより、教

育的関わりが多くなれば、看護学生から看護職員まで意図的な人材育成のために非常に有用で

ある。特に未熟な看護学生に対して、看護実践者の立場及び教育技術をもった教育指導者とし

ての立場で関わり、学生の行為の意味付けをすることで臨地実習の学びを支援することができ

学習効果の向上が図れる。 

 また、院内・院外での実習指導者研修を受講した指導者は、教育指導のリーダーシップを発

揮することで各部署の実習指導者の質向上が期待できる。さらに臨床で作成を計画している実

習指導要項構築のリーダーシップが発揮できる。 

 養成された教育指導者は、人事交流後、看護部と保健学科が連携した実習指導者会議に出席

し、臨地実習が効果的に進むよう保健学科の教員と連携して実習計画を作成し、病棟の実習指

導者と調整する。また、実習指導者会議の構成員として病棟の実習指導者の相談窓口の役割を

担う。病院の教育委員会等の構成メンバーとして、院内研修の企画立案・実施・評価を行うな

ど人材活用を図る。さらに、教育指導者は、看護基礎教育において臨床での高度な看護実践能

力を活用し、看護学生に対する専門分野の講義を行う。 

 

５か年の到達目標と期待される効果 

取組み内容 
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（３）人事交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 臨床で直接看護を実践する看護職員の弱みである学生指導のための系統的な教育技術の知識、

また保健学科の教員の弱みである現場の臨床看護実践能力、双方の弱みを補いさらに強化してい

くために人事交流を定期的に行う。 
病院職員及び保健学科教員を相互に一定期間研修させることで、それぞれに課せられた役割を

強化し、看護学生及び看護職員の看護実践能力の向上に資することを目的とする。①看護職員の

保健学科での 1年間の教育に関する研修 1 年 1人～2人、教育の現場で教員とともに実際に活動

することを通し、教育技術を修得する。②保健学科教員が自分の専門とする分野の研修を行い実

践能力のブラッシュアップを図り、看護基礎教育にフィードバックする。③特に新人看護職員の

技術修得に関する院内研修への参加を図り、基礎教育へのフィードバックを行う。また、④特定

の資格を有する教員には外来等での診療参加を計画し、ブラッシュアップを図る。新卒採用者の

技術修得研修への教員参加は、看護基礎教育へのフィードバックにつながり、教育方法の改善に

資する。相互の人事交流が有意義なものになるよう事前に内容、人数、方法等の打合せ会議を開

き、随時、両者で見直しを図る。 
また、看護学生の看護実践能力卒業時到達度確認の際には、緊密な連携体制のもとで確認を行う。 

 

取組み内容 

図 7 人事交流イメージ 
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到
達
目
標 

・看護職員の保健学科への 1年研修を終えた者（教育指導者）が 6人以上いる。 

・保健学科教員が臨床で定期的な研修を実施し、看護基礎教育に活用する。   

・特定の資格をもつ教員が外来看護を実施し、看護基礎教育に活用する。 

・保健学科で講義をする看護職員が 30％増加する。 

・看護学生の看護実践能力卒業時到達度を教育指導者等看護職員が教員と一緒に確認する。 

効 

果 

 現状においてそれぞれの弱みを補い強化するための人事交流は、改めて看護職員、教員とも

自分の役割やスキルの重要さに気づきそれぞれにレベルアップすることで、教育の質を向上さ

せることにつながる。また、教育の対象の現状が把握できることで看護学生から臨床看護職員

への移行がスムーズになるよう具体的な支援ができる。 

 保健学科教員の専門とする分野の研修をすでに実施しているが、さらに計画的な研修を組み

ブラッシュアップを図る。同時に、特に新人看護師の技術修得に関する院内研修や経験のある

看護師の研修等への参加を図り、教育へのフィードバックを行う。また、特定の資格を有する

教員には外来での診療参加を計画し、専門分野の実績を積み、看護基礎教育に活用させる。 

５か年の到達目標と期待される効果 



 

（４）キャリアパス構築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

看護職として学生時より主体的に

とにより、キャリアデザインを自分

護実践能力の向上、専門的看護能力

グラムを実施。クリニカルラダーの

講を規定する。レベルⅢ以降は①質

④看護教育者の４つの分野に進むこ

格取得につながる各種研修受講資格

自分で自主的にキャリアデザイン

アパスのナビゲーションシステムの

に対しては職場復帰に繋がる研修参

 

 

 

 
 
 

取組み内容 

図 8

18 

に自分で学び、志向するキャリアが積めるようモ

分でできることを目的とする。看護基礎教育卒業

力の向上を目的にクリニカルラダーを基盤にした

のレベルにあわせ、院内・院外の研修受講や認定

質の高いジェネラリスト、②スペシャリスト、③

ことができるものである。クリニカルラダーのレ

格を組み合わせ、看護職員の質を保つ。 

ンができるよう支援することを目的に、看護部に

の開発を行いモデルの情報提供をする。育児休業

参加を支援する。 

8 キャリアパス構築イメージ図 

モデルを示すこ

業時より臨床看

た職員教育プロ

定看護師等の受

③看護管理者、

レベル認定と資

においてキャリ

業中の看護職員
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到 

達 

目 

標 

・クリニカルラダーと研修・資格の関係、クリニカルラダーの評価、認定等客観的な検討を加

え、キャリアパスを明示し看護職員に各種会議、委員会、ホームページで周知する。   

・確実な看護実践能力をもつ看護師クリニカルラダーレベルⅡ～Ⅲ以上の者が、新人看護師を

除き全体の 50％以上を占める。 

・育児休業中の看護職員に対する研修登録システムを継続する。 

・看護職員の研修管理、資格管理、クルニカルラダー管理、人事管理等ができるキャリアパス

のナビゲーションシステムの開発を行い、活用する。現在、研修管理のシステムを運用して

いるのでこれを基盤にする。 

効 

果 

 看護学生からのキャリアパスを明示することで、学生にとっては学習や職業を志向するうえ

での強い動機づけになる。また身近なところで看護師としてのモデルに関する情報を見ること

ができ、学習及び職業継続の動機づけになる。さらに看護職員にとっては、自己の看護実践能

力を客観的に自己評価、他者評価することで、自ら強化しなければならないことや、何をすれ

ば自分のやりたい方向に進めるか等自主的にキャリアデザインが自分でできるようになる。医

療の変化に対応していく力を自ら考え実践し獲得するようになる。キャリアパスのナビゲーシ

ョンシステムは、当院のように 1,000 人を超える看護職員を擁している病院には人材管理・人

事管理上必要である。キャリアパスに関する情報をモデルの情報を含め職員がいつでも見るこ

とができ、自分で研修等の申し込みを行い、自分でキャリアパス管理を行う、そのことを看護

部が支援することが可能になる。 

５か年の到達目標と期待される効果 
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４）取組みの実施体制 

（１）看護キャリアセンターの設置 

 看護キャリアセンターに、本プロジェクト専任の看護師 3名、事務員１名を配置する。看護キ

ャリアシステム運営実行委員会の構成メンバーである看護部の教育看護師長、教育副看護師長を

同室にし、互いに連携・協力しやすい体制を作る。キャリアセンター配置の専任看護師は、各プ

ログラムの開発・実施・検証に関わると同時に、クリニカルスキルトレーニングセンターと調整

し、同センターの拡充整備と活用の促進及び技術のトレーナー、主に新人看護職員の研修、eラ

ーニング等視聴覚教材の開発・提供、必要時の実態調査及びプログラム実施後の評価等を担当す

る。 

 看護キャリアセンターメンバーは、本プロジェクトの事業を円滑に進めるため、それぞれのプ

ログラムにおいて計画案を準備し、週に１度開催しているスペシャルプロジェクトワーキンググ

ループにおいて、看護部長、教育担当副看護部長とともに進捗状況や計画案を協議し、看護キャ

リアシステム運営実行委員会及びプログラム推進ワーキングでのプログラム開発の素案を作成す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 看護キャリアセンター構成図 

 

（２）看護キャリアシステム運営実行委員会及びプログラム推進ワーキンググループ

の設置 

 
 
 看護キャリアシステム運営実行委員会は看護部から看護部長・教育担当副看護部長・教育看護

師長・教育副看護師長、保健学科から看護学分野長・実習担当教員、キャリアセンターから専任

看護師、事務員等を構成メンバーとして、同委員会を立ち上げる。 
 また、看護キャリアシステム運営実行委員会のコアメンバーで構成したプログラム推進ワーキ

ンググループを設置し、プログラムの検討を行う。 
委員会は、プログラム推進ワーキンググループにおいて検討されたプログラムをともに開発・

実施・検証し、事業内容及び進行等の確認を行い、スケジュールにあわせ実行するよう助言する。

看護キャリアシステム運営実行委員会は、年度毎にプロジェクトの取組みを評価、調整する内部

評価の役割を担う。 

概要 

看護キャリアセンター 

 
 

教 育 

看護師長 副看護師長 連携・ 

協力体制 

 
 プロジェクト

事務局 

看護師 

看護師 事務員 

看護師 
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看護キャリアシステム運営実行委員会内規 

実施：平成 21年 10月 27日 
 
 

（設置） 

第１条 平成 21 年度大学改革推進事業で選定された看護実践力ブロッサム開花プロジェクト（以

下「プロジェクト」という。）の実施にあたって具体策を検討するため、看護キャリアシステ

ム運営実行委員会（以下「実行委員会」という。）を置く。 

 

（任務） 

第２条 実行委員会は、本取組の実施に当たって具体策を検討し、その実現を支援する。 

２ 実行委員会は、以下の事を審議し、遂行する。 

①看護職員に対する看護実践能力定着・向上プログラムの開発・実施 

②看護学生に対する基本的看護実践能力育成プログラムの開発・実施 

③人事交流の検討、計画策定、実施及び調整 

④看護職に対する人材育成、人材活用等を含めたキャリアパスの構築 

⑤看護職員や看護学生の現状調査 

⑥成果の評価のための準備 

⑦その他プロジェクトに関すること 

 

（組織） 

第３条 実行委員会は、別紙に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は、平成 21 年 10 月 27 日から平成 26 年 3月 31 日までとする。ただし、委員に欠

員が生じた場合は、必要に応じて委員長が任命するものとする。この場合、後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第４条 実行委員会に委員長を置き、本プロジェクトの看護部長（事業推進責任者）をもって充

てる。 

２ 実行委員会に副委員長を置き、本プロジェクトの保健学科担当者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（議事） 

第５条 実行委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができ

ない。ただし、委任状を提出することを妨げない。 

 

 

 

内規 
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（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

（プログラム推進ワーキンググループの設置） 

第７条 実行委員会にプログラム開発のため、実行委員会のメンバーを中心としたプログラム推

進ワーキンググループを設置する。 

２ プログラム推進ワーキンググループのメンバーは、別紙のとおりとする。 

 

（事務） 

第８条 実行委員会の事務は、総務課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この内規に定めるもののほか、実行委員会の運営等に関し必要な事項は、実行委 

員会の議を経て、委員長が別に定める。 

 

附 則 

 この内規は、平成 21年 10 月 27 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

（３）連携体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 各分野からの委員で構成された看

を推進していく。医療系統合教育研

ーを活用した教育環境の整備、デジ

作強化プログラム開発、大学情報基

境の整備など、他部門との連携体制

果的に活用しプログラムを推進する

 

（４）評価体制 

 本プロジェクトは年度ごとのPD
ワーキングメンバーからの助言を受

実習施設としている他看護大学教員

プロジェクト取組みへの外部評価を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT

内部評価委員会 

外部評価委員会 

図 11

図
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看護キャリアシステム運営実行委員会の下、各プ

研究センターと連携したクリニカルスキルトレー

ジタルメディシン・イニシアティブ部門と協働で

基盤研究開発センターと連携した eラーニング開
制を整備し、九州大学病院及び九州大学の人的・

る。 

CAサイクルのプロセスで推進する。アンケート調
受けプログラムを推進し、内部評価を受けるとと

員など学際的なメンバーで構成された外部評価委

を受ける。 

PLAN

DO

CHECK

PLAN：年度毎にプ

的取組みを計

ールを立て

DO：スケジュール計

グラムや取組み

CHECK：実施したプ

目標達成状況

ACT：現行プログラ

プログラムの改

を行い、次年度

る。 

 プロジェクト評価体制イメージ図 

図 10 連携体制イメージ図 

プログラム開発

ーニングセンタ

での医療機器操

開発及び学習環

物的資源を効

調査や委員会、

ともに、本院を

委員会において

ロジェクトの具体

計画し、スケジュ

る。 

計画に沿ったプロ

みを実施する。 

プログラムの評価、

況を確認する。 

ムの検証と次年度

改善を行い、評価

度の計画に活用す



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ 平成 21年度計画と実施  
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Ⅱ 平成21年度計画と実施 

 

１．本年度の取組み概要  

１）本年度の目標 

 取組みの初年度である平成 21 年度は、事業を推進するため基盤体制づくりと静脈注射プログラ

ムの推進及び現状のニーズの収集・分析を目標に以下事業を実施する。 

 

（１）看護キャリアセンター、看護キャリアシステム運営実行委員会、プログラムを推進するワ

ーキンググループ及び、スペシャルプロジェクトワーキンググループの設置等実施体制の

整備 

 

（２）採血・静脈注射ガイドラインの見直し及び、院内で統一した採血及び静脈注射教育プログ

ラムの作成と実施 

 

（３）シミュレーターの整備とクリニカルスキルトレーニングセンターとの運営協議 

 

（４）新人看護師の厚生労働省「新人看護職員の臨床実践能力」の到達度チェックの実施 

 

（５）実習指導者研修の実施 

 

（６）実習研修会及び実習指導に関する調査の実施 
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２)平成 21 年度スケジュール 

 本年度の目標達成のため、平成 21 年 10 月から平成 22 年 3 月末までのスケジュールを計画し、

スケジュールに沿って目標達成のために各事業を行った。 
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備
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成
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年
１
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よ
り
週
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回
定
期
開
催
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２．各事業の実施状況  

１）看護キャリアシステム運営実行委員会 

 
 下記メンバーにて看護キャリアシステム運営実行委員会を立ち上げ、平成 21年 10 月 27 日に第

１回委員会を開催した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要 

表 6 看護キャリアシステム運営実行委員会名簿 

所  属 職  位 氏  名

委員長
看護部長

中畑　高子

教育担当
副看護部長

松本　裕子

教育
看護師長

山崎　雅代

教育
副看護師長

山口　千夏

情報担当
看護師長

杉本　明美

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

副委員長
教　授

川本利恵子

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

教　授 大池美也子

医学研究院
医学教育学部門
医学教育学

教　授 吉田　素文

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

講　師 中尾富士子

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

講　師 藤野　成美

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

助　教 末次　美子

＜プロジェクト事務局＞

所  属 職  位 氏  名

看護師 白井ひろ子

看護師 藤野ユリ子

看護師 吉川由香里

事務員 野上　千穂

病　院
看　護　部

病　院
看　護　部
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初年度である本年度は、10 月と３月に２回委員会を開催し、以下内容を委員会にて検討し、実

行した。なお、第 2回の委員会は、本プロジェクトの平成 21 年度の取組みを評価する内部評価委

員会と合同で開催した。 

 
回 数 日 時 場 所 開催内容（議題） 
 

第１回 

 

平成 21年 10 月 27 日（火） 

15：00～16：30 

 

クリニカルスキル 

トレーニングセンター

実習・実演試験室３ 

 

○委員の紹介 

○ブロッサム開花プロジェクト申請の経

緯 

○ブロッサム開花プロジェクトの説明、 

今後のスケジュール 

○委員会設置・任務説明 

○21年度プロジェクトの進捗状況 

○その他 

 

 

第２回 

 

平成 22年 3月 9日（火） 

15：00～16：30 

 

クリニカルスキル 

トレーニングセンター

実習・実演試験室３ 

 

○委員の出席確認 

○「第１回看護キャリアシステム運営実行

委員会議事要旨案」の確認 

○平成 21年度プロジェクトの活動内容報

告及び内部評価 

○平成 22年度看護キャリアシステム運営

実行委員会開催予定（案） 

 

 
 
 
 
 年４回定期開催する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施状況 

平成 22 年度の方向性・課題 
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２）プログラム推進ワーキンググループ 

 
 
看護キャリアシステム実行委員会のコアメンバーにて、プログラム推進ワーキンググループを

平成 21年 12月 2日に立ち上げ、第１回ワーキンググループを開催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

概要 

表 7 プログラム推進ワーキンググループ名簿 

所  属 職  位 氏  名

委員長
看護部長

中畑　高子

教育担当
副看護部長

松本　裕子

教育
看護師長

山崎　雅代

教育
副看護師長

山口　千夏

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

副委員長
教　授

川本利恵子

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

講　師 中尾富士子

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

講　師 藤野　成美

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

助　教 末次　美子

＜プロジェクト事務局＞

所  属 職  位 氏  名

看護師 白井ひろ子

看護師 藤野ユリ子

看護師 吉川由香里

事務員 野上　千穂

病　院
看　護　部

病　院
看　護　部
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初年度である本年度は、12 月にワーキンググループ（以下 WG とする）を立ち上げ、12 月以降

毎月１回 WG を開催し、以下内容を検討し、プロジェクトを推進させた。 

 
回 数 日 時 場 所 開催内容（議題） 
第１回 平成 21年 12 月 2日（水） 

15：00～16：00 

保健学科２階 

看護セミナー室 

○プロジェクト進捗状況報告 

○その他検討事項（キックオフ講演会開催、HP、プ

ロジェクトダイジェスト版作成、プロジェクト備

品等進捗状況報告） 

○平成 21年度概算経理計画について 

第２回 平成 22年 1月 12日（火） 

15：00～16：00 

保健学科２階 

看護セミナー室 

○プロジェクト新メンバー紹介 

○第１回 WG議事要旨確認 

○平成 21年度プロジェクト進捗状況検討 

 （キックオフ講演会開催、プロジェクトホーム 

ページ、ダイジェスト版、静脈注射教育プログ

ラム、医療機器操作強化プログラム、eラーニ

ング作成教材購入、平成 21年度３月までのスケ

ジュール） 

○「平成 21年度 大学教育改革プログラム合同フォ

ーラム」報告 

○その他検討事項 

第３回 平成 22年 2月 2日（火） 

15：00～16：00 

保健学科２階 

看護セミナー室 

○第２回 WG議事要旨確認 

○平成 21年度プロジェクト進捗状況検討 

 （キックオフ講演会開催、プロジェクトホーム 

ページ、ダイジェスト版、静脈注射教育プログ

ラム進捗状況、eラーニング作成教材整備状

況・提供体制整備、基本的看護実践能力育成プ

ログラム アンケート調査） 

○神戸大学医学部附属病院 Nurse Navi（キャリア

開発支援システム）視察報告 

○平成 22年度補助金調書について 

 
 
 
 毎月１回の定期開催を継続する。 
 

 

 

実施状況 

平成 22 年度の方向性・課題 
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３）スペシャルプロジェクトワーキンググループ 

 
 
 プログラム推進 WG で検討する事項について、看護部内で週１回の打ち合わせを行う、スペシャ

ルプロジェクトワーキンググループ（以下 SPWG とする）を立ち上げた。SPWG においてプログラ

ム開発のための資料準備、素案作成を行い、プログラム開発及びプロジェクト推進の基礎資料を

準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

所  属 職  位 氏  名

委員長
看護部長

中畑　高子

教育担当
副看護部長

松本　裕子

教育
看護師長

山崎　雅代

教育
副看護師長

山口　千夏

＜プロジェクト事務局＞

所  属 職  位 氏  名

看護師 白井ひろ子

看護師 藤野ユリ子

看護師 吉川由香里

事務員 野上　千穂

病　院
看　護　部

病　院
看　護　部

表 8 SPWG 名簿 
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プログラム推進 WGの看護部職員とプロジェクト事務局メンバーを加え、関係部署と連携をしな

がら、毎週火曜日午前に定期開催している。 

 
回 数 日 時 場 所 開催内容（議題） 
第１回 平成 21年 11 月 9日（水） 

15：00～16：00 

打合室 2 ○プロジェクト PHS について 

○テルモ視察について 

○キックオフ講演会について 

○第１回プログラム推進 WG議事について 

○第１回プログラム推進 WG開催場所変更について 

○その他 

第 2回 平成 21年 12 月 17 日（木） 

10：00～11：15 

打合室１ ○進捗状況報告（キックオフ講演会ポスター、 

プロジェクト専用封筒、腕モデル） 

○検討事項（IV認定バッチ、講演会アンケート案の

修正、プロジェクトダイジェスト版、プロジェク

ト PRポスターキャッチフレーズ、ホームページ）

○eラーニングについて 

○その他 

第 3回 平成 21年 12 月 24 日（木） 

13：00～14：20 

打合室１ ○ホームページについて 

○キックオフ講演会について 

○ダイジェスト版について 

○実習指導者アンケートについて 

○クリニカルスキルトレーニングセンター収納品に

ついて 

○第２回プログラム推進 WG議事について 

○来年度以降の事業計画 

○その他 

第 4回 平成 22年 1月 5日（火） 

11：00～12：15 

打合室１ ○ホームページについて 

○キックオフ講演会について 

○ダイジェスト版について 

○実習指導者アンケートについて 

○来年度以降の取組み 

  

実施状況 
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回 数 日 時 場 所 開催内容（議題） 
第 5回 平成 22年 1月 12日（火） 

11：00～12：00 

打合室１ ○キックオフ講演会について 

○ホームページについて 

○ダイジェスト版について 

○静脈注射教育プログラムについて 

○医療機器操作強化プログラムについて 

○eラーニング教材について 

○年度内スケジュール 

○基本的看護実践能力育成プログラム研究計画につ

いて 

○第２回プログラム推進 WG配布資料について 

第 6回 平成 22年 1月 20日（火） 

13：00～14：00 

打合室１ ○ホームページについて 

○キックオフ講演会について 

○ダイジェスト版について 

○バーチャル I.V.貸し出しについて 

○実習指導者アンケートについて 

○クリニカルスキルトレーニングセンター協議につ

いて 

○自動コンテンツ作成機材購入について 

○来年度事業計画と購入希望について 

第 7回 平成 22年 1月 26日（火） 

11：00～12：30 

打合室１ ○ホームページについて 

○キックオフ講演会について 

○ダイジェスト版について 

○実習指導者アンケートについて 

○プロジェクト PRポスターについて 

○クリニカルスキルトレーニングセンター設置備品

について 

○来年度事業計画と購入希望について 

○「第 2回日本医療教授システム学会」参加につい

て 

第 8回 平成 22年 2月 2日（火） 

11：00～12：30 

打合室１ ○キックオフ講演会について 

○ホームページについて 

○ダイジェスト版について 

○eラーニング教材について 

○第３回プログラム推進 WG議事と進行、配布資料に

ついて 

○平成 22年度計画について 
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回 数 日 時 場 所 開催内容（議題） 
第 9回 平成 22年 2月 9日（火） 

11：00～12：30 

打合室１ ○キックオフ講演会について 

○ホームページについて 

○ダイジェスト版について 

○プロジェクト PRポスターについて 

○基本的看護実践能力育成プログラム研究計画に 

ついて 

○平成 22年度予算について 

○その他 

第 10回 平成 22年 2月 23日（火） 

13：30～14：30 

打合室１ ○キックオフ講演会報告書進捗状況 

○ホームページについて 

○プロジェクト PRポスターについて 

○実習指導に関するアンケート結果について 

○クリニカルスキルトレーニングセンター運営協議

結果について 

○報告書原案について 

○今後スケジュール 

第 11回 平成 22年 3月 2日（火） 

11：00～12：20 

打合室１ ○キックオフ講演会報告書進捗状況 

○ホームページについて 

○実習指導に関するアンケート結果について 

○eラーニングについての打ち合わせ 

○平成 21年度報告書について 

○第 2回看護キャリアシステム運営実行委員会及び

内部評価委員会、外部評価委員会開催について 

○その他 

第 12回 平成 22年 3月 9日（火） 

11：00～11：45 

打合室１ ○キックオフ講演会報告書進捗状況 

○ホームページについて 

○プロジェクト PRポスターについて 

○eラーニングについて 

○第 2回看護キャリアシステム運営実行委員会議事

と進行、配布資料について 

○今後スケジュール 

 
 
 
 毎週１回の定期開催を継続する。 

 

 

平成 22 年度の方向性・課題 
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４）教育プログラム開発 

 ４）－１ 看護実践能力定着・向上プログラム  

（１）安全に実施する静脈注射教育プログラム 
 
 
 静脈注射教育プログラムでは、下記フローに従って、静脈注射認定看護師（通称：IV ナース）

の育成を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①ガイドラインの改訂 

九州大学病院内に設置した『採血及び静脈注射ガイドライン見直しワーキング』（メンバー構

成：副院長、教育担当副看護部長、内科系・外科系・小児・外来担当看護師長、各科医師５名、

臨床検査技師、事務部）において、「九州大学病院における採血および静脈注射のガイドライン」

が検討された後、全文改訂され、平成 21 年 7 月の病院運営会議で承認された。決定されたガイド

ラインは院内への文書による周知、院内ホームページへの掲載が行われた。 

今回の改訂の特徴は、看護職員が静脈注射を実施するにあたっては、教育等の安全な看護実践

体制を確立する必要があり、血管刺入等の静脈注射は、医師の協力のもと、一定の教育及びトレ

ーニングを受けた看護職員が行うことが基本である、と明記された点である。これに伴い、静脈

注射教育プログラムもガイドラインの中に組み込まれ、承認された。 

実施計画 

実施状況 

ガイドライン

改訂

プログラム
作成

講義・実技
演習実施

筆記試験

実施

部署での

実技試験

IV ナース 

認定 

図 12 IV ナース育成予定者数 
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九州大学病院における採血および静脈注射のガイドライン 
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静脈注射教育プログラム 

Ⅰ 各レベルに応じた教育プログラムの概要   
  レベル 実施内容 教育方法 
１ 
 
《レベル 1》     
医師の指示に基づ

き、すべての看護師

が実施することがで

きる。 
 

①ヘパリンロック・生食ロック 
②輸液ラインの管理 
 ・側管からの輸液開始、抜去 
 ・へパリンロックをしているライン

からの輸液開始、抜去 
③輸液ラインありのワンショット 
 ・抗がん剤のレスキュー 
 ・消化管作動薬 
 ・肝庇護剤 
 ・ビタミン剤 
 ・麻薬の疼痛コントロールの早送り 

集合教育（講義、実技演習）

 

２ 《レベル 2》 
医師の指示に基づ

き、一定以上の臨床

経験を有し、かつ院

内の教育を受け認定

された看護師のみが

実施することができ

る。 

①末梢静脈に注射針を刺入して行うワ

ンショット 
②末梢静脈翼状針・留置針の挿入 

・集合教育（講義、実技演習）

・各部署における教材による

自己学習および習得度テ

ストの実施 

 
Ⅱ 教育プログラムの内容および担当 
１． レベル１ 

 教育内容 担 当 備 考 
講義 １．薬剤の基礎知識、麻薬の基礎知識 

２．静脈注射と輸液管理 
 １）静脈注射の基礎知識 
 ２）輸液管理の基礎知識 
 ３）注入量の管理 
 ４）安全な与薬 
 ５）輸液中の日常生活援助 

薬剤師 
看護師 

 

演習 １．輸液管理（基礎編） 
１）注射・輸液の混合調整 
２）輸液ラインの管理 
２．輸液管理（実践編） 
１）輸液ポンプ、シリンジポンプを使用しての輸液管理

２）ヘパリンロック・生食ロック 

看護師 輸液管理（基礎

編）は、入職後早

期に実施。輸液管

理（実践編）は、

入職後１カ月頃

実施。 
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３）輸液ラインありのワンショット 
 ・抗がん剤のレスキュー 
 ・消化管作動薬 
 ・肝庇護剤 
 ・ビタミン剤 
・麻薬の疼痛コントロールの早送り 

 

２．レベル２ 

 教育内容 担 当   備 考 
講義 １．看護師が実施する静脈注射の考え方、実施レベル、倫

理的配慮 
 

看護師 看護師が行う範

囲とレベルを明

確にする 
２．静脈注射に関する知識 
１）静脈注射に必要な解剖生理 
２）静脈注射に関する薬剤知識 
① 薬剤が人体に及ぼす影響 
・薬の吸収・代謝・作用機序 
・薬理作用の影響要因 

② 薬剤の適用 
・用法、禁忌、副作用、適用上の注意、混合可否、

常用量、致死量、効果的投与法等 
③ 薬剤の種類 
・輸液、アンプル、バイアル 
・麻薬、劇薬、毒薬、向精神薬、麻酔薬等 

④ 薬物の保管管理 
３）静脈注射の合併症とその対策 
① 血管外漏出の予防（腫脹、局所壊死） 
② 神経損傷の予防：刺入時の解剖生理の理解と注意

点 
③ 過敏反応の予防と対処 
④ 空気塞栓の予防 
⑤ 感染予防 

医師 
薬剤師 
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３．リスクマネジメント 
１）安全対策（手順、医療事故防止マニュアルの遵守） 
① 静脈注射のエラーとその対策（原則） 
② 患者誤認、薬剤の間違い、投与量の間違い、投与

時間の間違い、 
③ 投与方法の間違い、投与速度の間違い 

２）感染管理（血流感染防止、針刺し事故防止、廃棄物の

取り扱い） 
３）緊急時の対応（事故発生時の対応） 

医師 
看護師 

４．看護師による静脈注射についての法的関係 看護師 医行為と看護業

務 
演習 １．実技演習 

１）準備 
① 指示書の確認 
② 患者の状態観察 
③ 患者への説明 
④ 必要物品 

２）実施 
① 刺入方法：角度、針の持ち方 
② 固定方法 
③ 記録 

３）後片付け 

医師 
看護師 

 

筆記 
試験 

１）対象者は、静脈注射に関する講義及び実技演習を受講

した者のみ。 
２）知識確認試験を行い、80点以上の者を合格とする。ま
た、解剖生理や薬剤の基礎知識、安全確認の手順につ

いての問題が 8割以上の解答で合格にする。 
３）不合格者に対しては、後日再試験を実施する。 

医師 
看護師 

 

実技 
試験 

１）実技試験は各部署で実施する。 
２）実技は翼状針および静脈留置針とする。 
３）翼状針については、部署でシュミレータによる固定方

法、輸液管理方法を確認して実施可能とする。 
４）静脈留置針については、チェックリストをもとに実施

手順にそって 3例以上実施し、手技等が安全・確実に
実施でき他者評価を受ける。 

５）評価者は、看護師長・副看護師長・リーダー看護師と

する。 
６）所属部署で留置針を実施する機会が少ない部署につい

ては、異動後の部署で他者評価をうけることができ

る。 

看護師 筆記試験に合格

した者 
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②平成 21年度静脈注射認定看護師（IVナース）育成研修プログラム作成  

ガイドライン改訂を受け、ガイドラインに示された「静脈注射教育プログラム」に沿った平成

21 年度静脈注射認定看護師（IV ナース）育成研修プログラムを作成した。 
プログラムは、「九州大学病院における採血および静脈注射のガイドライン」の「６．看護師

による静脈注射の実施範囲」で設定されている「レベル１：医師の指示に基づき、すべての看護

師が実施することができる」、「レベル２：医師の指示に基づき、一定以上の臨床経験を有し、

かつ、院内の教育を受け認定された看護師のみが実施できる」を対象とした。 
 
③平成 21年度静脈注射認定看護師（IVナース）育成研修プログラム「講義」実施 

具体的には、以下の研修スケジュールで、１日を使っての講義を行った。講義は年度４回実施

し、合計 335 名が受講した。 

【講義スケジュール】 

研修内容 時間 講師 講義日程と参加人

数 

薬剤に対する基礎知識 90 分 末安 正典 副薬剤部長 

【第１回】 

平成 21年 10 月 9日

参加者 68 人 

【第２回】 

平成 21年 11 月 9日

参加者 85 人 

【第３回】 

平成 21年 12月 18日

参加者 86 人 

【第４回】 

平成 22年 1 月 22 日

参加者 96 人 

静脈注射に必要な解剖生理、合併

症、危険性と対策 
90 分 

麻酔科・蘇生科 

 外 須美夫 教授 

看護業務と法的責任 医師の指示

と看護行為 
60 分 松本 裕子 副看護部長 

静脈注射に関する安全管理と事故

防止 
60 分 

セーフティマネージャー 

塩谷 千里 副看護師長 

感染管理（静脈注射に関する無菌

的操作と感染管理） 
60 分 

感染管理認定看護師 

 安永 幸枝 副看護師長 

 森 日登美 看護師 

静脈注射を受ける患者の看護 45 分 教育委員会 看護師長 

  
④平成 21年度静脈注射認定看護師（IVナース）育成研修プログラム「実技演習」実施 

実技演習は、現在静脈注射を実施していない部署のプログラム対象者が参加した。演習に先だ

って、教育担当が指導案を作成し、以下スケジュールで実習にあたった。 

プロジェクト専属トレーナーは、各部署の教育担当ワーキング（副看護師長）とともに指導者

の役割を担った。 

実技演習は①指導者によるデモンストレーション、②学習者のシミュレーター（バーチャルI.V.

や採血静脈注射腕モデル）を用いた実技演習、③チェックリストを使用した実技演習の他者評価

を受けながら実施した。 

実技演習は年度 2回実施し、合計 65 名が参加した。 
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【実技演習スケジュール】 

内容 時間 担当者 講義日程と参加人数

オリエンテーション 

指導者紹介 
5 分 教育担当 

【第 1回】 

平成 21年 10 月 9日 

参加者 28 人 

【第 2回】 

平成 22年 1 月 27 日 

参加者 37 人 

バーチャル I.V.の操作法 

（1月 27 日のみ） 
30 分 

プロジェクト 

専属トレーナー 

翼状針演習 

・指導者のデモンストレーション後、

静脈注射モデルで実施 

・1月 27 日の演習よりバーチャル I.V.

演習 

45 分 

各グループの指導者 
静脈留置針演習 

・指導者のデモンストレーション後、

静脈注射モデルで実施 

・1月 27 日の演習よりバーチャル I.V.

演習 

90 分 

研修レポート実施 

アンケート 
15 分 教育担当 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【静脈注射教育プログラム「実技演習風景」】 

 
⑤筆記試験・実技試験実施 

講義、実技演習を終了した者は、筆記試験を受験、80点以上を合格とした。合格者は各部署で

３例実施による実技試験により、IVナースの認定を受ける。認定者は九州大学病院看護部認定の

静脈注射認定看護師であるという証として「IVナース認定バッチ」が付与される。 
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【平成 21年度静脈注射認定看護師育成計画】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【静脈注射認定看護師育成研修の流れ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静脈注射講義 

既に静脈注射を実施している 静脈注射を実施していない 

実技演習 

筆記試験 

不合格 合格 

合格まで再試験実施 部署での実技試験 

部署で3例実施し合格

IVナース認定

80 点以上 

全看護師

育成対象
部署

育成予定者

Ｈ21年度

試験終了者

328名

平成 21 年度九州大学病院 

看護師数：約 1,100 人 

IVナース育成対象外部署（南 5-2、北 6、手

術部）を除いた看護師数：約 900 人 

平成 21 年度新卒看護師、総合外来（一部）

を除いた IVナース育成予定看護師数 

：約 780 人 

平成 21 年度認定 

IVナース目標：235 名 

２年目以降の看護師の 30％ 
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①シミュレーター、学習教材の整備 

 静脈注射を安全に実施するための技術演習のために「バーチャル I.V.」、「静脈穿刺アームア

ドバンス」を購入・整備した。購入したバーチャル I.V.は、静脈注射教育プログラムの実技演習

や、自主練習のため各部署への貸し出しに用いた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成 21 年度静脈注射教育プログラムでの講義内容は、「平成 21年度静脈注射認定看護師（IV

ナース）育成研修資料」として冊子にまとめ、認定をうけるための自己学習の参考資料としてプ

ログラム受講者へ配布した。 

また、各部署で静脈注射を実施するための技術をいつでも専門書で確認できるように、静脈注

射に関する図書を教育担当で精選し、各部署に配布、学習環境を整えた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

②専属トレーナーの配置 

プロジェクト事務局には、臨床経験 17 年の看護実践力豊富な副看護師長クラスの看護師を新た

に雇用し、専属トレーナーとして配置した。専属トレーナーは、看護職員に看護技術を修得させ

るため、自らの看護実践経験を活かした助言を加えながら、シミュレーター研修や演習を提供す

る。 

平成 21 年度成果 

【シミュレーター整備：バーチャル I.V．】 【シミュレーター整備：静脈穿刺アームアドバンス】

【学習図書整備：研修資料・静脈注射に関する書籍】 



46

 取組みの初年度である本年度は、シミュレーター整備、シミュレーター機器操作トレーニング、 

各部署の教育ワーキングに対する機器操作説明会の実施を提供した。また、医療安全管理部主催

の「輸液ポンプ・シリンジポンプ研修」に参加し、医療機器操作強化プログラムで実施予定の研

修やプログラム作成のための準備を行った。 

 

シミュレーター 

整備 

 

・複数の静脈注射モデル見本を実際に体験し、実技演習を行った上で、「血

管の走行が複数あり、様々な部位で血管選択が可能であること」、「穿刺

感覚がより人体に近い触知可能な静脈であること」を基準にして整備する

静脈注射モデルを選定 

・シミュレーター整備のための視察に参加し、次年度以降の研修やシミュレ

ーター整備計画を検討 

シミュレーター 

操作説明会 

・各部署の師長を対象にバーチャル I.V.操作方法説明会実施 

（４日間、13名参加）※次ページ一覧表参照 

・静脈注射教育プログラムの実技演習時に指導者役を担当する各部署の副看

護師長で構成される教育ワーキングでバーチャル I.V.説明会開催（12 月 8

日：31 名参加） 

・静脈注射教育プログラムの実技演習時に指導者役を担当する各部署の副看

護師長で構成される教育ワーキングで静脈注射モデル説明会開催（12 月 9

日：31 名参加）  

・各部署へのバーチャル I.V.貸し出しの際、新人看護職員や経験の浅い看護

職員に対して、操作方法や手技を指導するリーダー看護職員に、機器の説

明、操作手順、活用方法などをデモンストレーション、実際の演習を実施。

（20日間、師長 2名を含む 50名参加）※次ページ一覧表参照 

シミュレーター 

利用に向けた 

準備 

・看護職員が、空き時間や勤務時間後に各部署やクリニカルスキルトレーニ

ングセンターにおいて、いつでも技術練習ができるよう、新規に整備した

シミュレーター機器利用の手引き（機器の準備、操作方法、片づけ方のマ

ニュアル）を作成 

次年度に向けた 

準備 

・医療安全管理部主催の「輸液ポンプ・シリンジポンプ研修」に参加 

・院内で開催された日本 ACLS 協会 BLS ヘルスケアプロバイダーコースを受講

し、BLS ヘルスケアプロバイダー資格取得 

 

 

 



47

 

【バーチャル I.V.操作説明会参加人数】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明会時に質疑の多かった貸し出し方法や管理方法については、貸し出しマニュアル、管理簿

を作成し、看護師長会議にて情報共有を図った上で、各部署への貸し出しを開始した。 

 平成 22年 3月 15 日時点での各部署への貸し出し状況は以下の通りである。 

【各部署へのシミュレーター貸し出し状況】 

期 間 貸し出しシミュレーター 部 署 

平成 22 年 2/15～/25 静脈穿刺アームアドバンス 北棟７階-1 

平成 22 年 2/19～3/5 静脈穿刺アームアドバンス 南棟 11 階 

平成 22 年 2/22～/26 静脈穿刺アームアドバンス 総合外来 

平成 22 年 2/22～3/1 静脈穿刺アームアドバンス 南棟 10 階 

平成 22 年 2/26～3/5 バーチャル I.V． 北棟７階-1 

平成 22 年 3/2～/8 静脈穿刺アームアドバンス 南棟 6階 

平成 22 年 3/2～/8 静脈穿刺アームアドバンス 南棟 7階 

平成 22 年 3/2～/8 静脈穿刺アームアドバンス 北棟 10 階 

平成 22 年 3/2～9 静脈穿刺アームアドバンス 
救命救急センター 

（CCU・ハイケア） 

平成 22 年 3/9～/16 新規・旧静脈穿刺アームアドバンス各１ 南棟 8階 

平成 22 年 3/8～/15 静脈穿刺アームアドバンス 北棟７階-1 

平成 22 年 3/23～25 
静脈穿刺アームアドバンス 

バーチャル I.V.各１ 
ウエストウイング 1・2階 

日程 参加人数

平成21年11月27日 4

11月30日 4

12月1日 3

12月2日 2

合計 師長13名

日程 参加人数 日程 参加人数

平成21年12月14日 1 平成22年1月4日 5

12月15日 2 1月5日 4

12月16日 1 1月6日 3

12月17日 1 1月7日 3

12月21日 1 1月8日 3

12月22日 1 1月12日 1

12月24日 1 1月13日 4

12月25日 1 1月14日 5

1月15日 2

1月18日 5

1月19日 3

1月20日 3

合計 50名（うち師長2名）
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③シミュレーター演習環境の整備 

 看護部で整備するシミュレーターの利用しやすい環境づくりを進めるため、クリニカルスキル

トレーニングセンターと連携し、センター内に設置するシミュレーターの整理、センター利用の

ルールを明文化・共有した。 
 また、医療系統合教育研究センター担当教授とともに、神奈川県にあるテルモメディカルプラ

ネックスを見学し、看護実践能力の向上に役立つシミュレーターや教育機材整備について情報収

集を行い、今後の整備計画に役立てた。 
 
 
 
 

 

 

【テルモメディカルプラネックス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④静脈注射教育プログラムの評価 

 今年度実施した静脈注射教育プログラムは、講義前、講義後、筆記試験後、実技試験後の合計

4回、プログラム参加者にアンケート調査を実施し、平成 21年度プログラムの評価を行ってもら

った。実技試験後の評価については、平成 22 年３月１日時点で、全プログラム対象者からの評価

が出揃っておらず、今後集計を予定している。 

 実技試験後を除く 3種類のアンケートは次の通りである。 
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【静脈注射教育プログラム評価アンケート結果「講義前」、「講義後」】 

アンケート対象者：静脈注射教育プログラム「講義」参加者 335 名 

アンケート回答者：335 名中 328 名（回答率：97.9％） 

アンケート実施：講義開始前と講義終了後に受講者にアンケート用紙を配布し、回答してもら

い、その場で回収した。 

【静脈注射教育プログラム評価アンケート結果「筆記試験後」】 

アンケート対象者：静脈注射教育プログラム「筆記試験」受験者 325 名 

アンケート回答者：325 名中 325 名（回答率：100.0％） 

アンケート実施：筆記試験終了後に受験者にアンケート用紙を配布し、回答してもらい、その

場で回収した。 

１．基本属性 

①配属部署 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 21年度静脈注射教育プログラム受講人数が多かった上位 3部署は、【北棟 3階病棟：7.9％

（26名）】、【北棟 10 階病棟：7.6％（25名）】、【南棟 6階病棟：7.3％（24 名）】であった。 

 
②通算看護師経験年数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プログラム参加者の通算看護師経験年数は、【6～10 年：31.4％（103 名）】が最も多く、【5

年以下：28.4％（93 名）】、【21年以上：17.4％（57名）】の順であった。 

7.9 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.3 4.3 3.7 3.0

2.7 2.4 1.8

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

北棟3階病棟 北棟10階病棟
南棟6階病棟 南棟8階病棟
北棟8階病棟 南棟11階病棟
救命救急センター（ＣＣＵ・ハイケア病棟） 北棟9階病棟
ＷＷ．ＷＷ1・2階 南棟7階病棟
放射線部・光学医療診療部・先進予防医療センター 南棟5階1病棟
南棟9階病棟 南棟10階病棟
集中治療部・救命救急センター 北棟7階2病棟
北棟7階1病棟 北棟外来4、5階
総合外来 北棟11階病棟

図 13 プログラム参加者の所属部署 

図 14 通算看護師経験年数 

28.4 31.4 12.5 10.1 17.4 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５年以下

６～10年

11～15年

16～20年

21年以上

無回答

（N=328）
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8.3

3.0

6.4

17.2

20.4

19.2

42.5

40.9

37.2

16.3

23.8

26.2

15.4

11.3

11.0

0.3

0.6

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）
全くない

（減った）

あまりない

（ある程度減った）

どちらともいえない

（かわらない）

ある程度強い

（ある程度増えた）

強い

（増えた）

無回答

3.4

3.7

8.2

11.1

19.2

20.4

48.0

35.1

33.2

24.0

28.7

27.4

13.2

12.5

10.7

0.3

0.9

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328） 怖くない

あまり怖くない

どちらともいえない

（かわらない）
ある程度怖い
（ある程度怖くなくなった）

怖い

（怖くなくなった）
無回答

2.2

2.1

3.7

13.5

16.5

13.4

61.8

52.1

46.6

15.1

18.9

18.3

7.1

10.1

16.8

0.3

0.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328） ある

（ついた）

ある程度ある

（ある程度ついた）

どちらともいえない
（かわらない）

あまりない

（少しなくなった）

ない

（なくなった）

無回答

２．静脈注射の実施状況 

Ｑ 現在、翼状針・静脈留置針による静脈注射をしていますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 静脈注射の実施状況では、【翼状針・静脈留置針どちらも実施】しているという回答が 73.5％
であった。 
 

３．静脈注射についての気持ちの変化（講義前・後、筆記試験後） 

 Ｑ 翼状針・静脈留置針による静脈注射について、今のあなたの気持ちに最も近いものを 

選んでください。 

全くない      どちらともいえない       強い 

 

※アンケートでは右に示した５段階から選択してもらった。今回の集計では便宜上図に示した凡例のように変更

して、集計している。 

翼状針・静脈留置針による静脈注射につ

いての気持ちとして、静脈注射に対する不

安や恐怖、自信については、3 回のアンケ

ートを通して「どちらともいえない」とい

う回答が多い。 

 
 
しかし、静脈注射を行うことへの恐怖感

は講義前より、筆記試験直後に増す傾向が

ある。 
 
 
 
 
静脈注射に対する自信についても 

講義前、講義直後、筆記試験直後の順に自

信がないという傾向にある。 
 
 
 

73.5 17.1 4.6

4.3

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①翼状針・静脈留置針

どちらも実施

④実施していない

②翼状針のみ実施

③静脈留置針のみ実

施

無回答

（N=328）

図 15 静脈注射の実施状況 

図 16 静脈注射に対する不安 

図 17 静脈注射実施への恐怖感 

図 18 静脈注射に対する自信 
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3.0 17.0 57.0 13.7 7.8 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

上手である

ある程度上手である

どちらともいえない

あまり上手でない

下手である

無回答

（N=270）

 静脈注射の実施状況で、「実施し

ていない」、「無回答」だった対象

者を除く 270 名に、手技の自己評価

をしてもらったところ、半数以上の

57.0％が【どちらともいえない】と

回答しており、肯定的に評価してい

る人は 2割にとどまっている。 

 

 

４．静脈注射教育プログラムによる知識変化（講義前・後、筆記試験後） 

Ｑ 静脈注射を行ううえで、今のあなたの知識について最も近いものに○をつけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 19 静脈注射実施者 手技への自己評価 

0.6

-

2.1

20.0

18.9

20.1

72.6

70.4

71.0

6.2

8.8

6.7

0.6

1.8

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

①静脈注射の知識「技術・手順」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
0.3

-

2.4

34.8

22.9

39.9

60.3

68.3

55.5

3.4

6.4

1.8

1.2

2.4

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

②静脈注射の知識「解剖生理」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

-

-

1.8

15.4

14.6

28.0

73.8

72.0

65.9

9.8

11.3

4.0

0.9

2.1

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

③静脈注射の知識「静脈注射による合併症」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

0.6

-

0.6

40.3

30.5

41.5

55.4

63.4

54.6

2.5

4.0

2.4

1.2

2.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

④静脈注射の知識「薬剤の効用・副作用」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

1.5

0.3

1.2

49.2

35.4

45.1

47.7

58.8

50.3

0.6

3.0

1.5

0.9

2.4

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑤静脈注射の知識「薬剤に関する知識」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
0.3

0.3

1.8

25.5

21.6

42.4

67.1

68.6

51.2

5.2

7.6

3.7

1.8

1.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑥静脈注射の知識「副作用への対応」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

0.6

0.3

3.0

24.9

26.2

40.2

67.7

64.6

50.0

5.2

6.4

4.6

1.5

2.4

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑦静脈注射の知識「緊急時の対処方法」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
0.9

1.5

4.9

27.4

22.6

37.5

64.9

65.9

51.8

5.5

7.6

4.3

1.2

2.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑧静脈注射の知識「患者教育」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
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 静脈注射についての知識では、受講者が講義前から知識が「十分にある」と考えている項目は、

【感染対策：11.6％】、【安全対策と事故防止：10.4％】の 2項目でのみ 1割を超えていた。 

 講義受講前後での知識を比較すると、どの項目も知識がややあがっているが、筆記試験後には、

下がっている。 

 
 
 
 
 
 

-

0.3

1.2

18.5

15.5

25.0

74.8

74.1

66.2

5.8

7.9

5.8

0.9

2.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑨静脈注射の知識「患者の状態のアセスメント」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
-

-

0.9

14.8

8.5

16.8

69.8

72.3

69.8

14.2

17.7

11.6

1.2

1.5

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑩静脈注射の知識「感染対策」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

0.3

-

0.6

12.9

11.6

16.5

71.4

72.3

71.0

12.6

14.3

10.4

2.8

1.8

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑪静脈注射の知識「安全対策と事故防止」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
2.5

1.5

20.4

39.1

31.1

45.7

51.4

57.0

30.5

4.9

7.6

1.8

2.2

2.7

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑫静脈注射の知識「最新静脈注射のガイドライン」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

1.2

1.5

7.9

24.6

23.5

33.5

64.0

64.9

53.4

8.6

8.2

3.7

1.5

1.8

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑬静脈注射の知識「倫理的配慮」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
1.5

0.6

21.6

52.3

30.2

55.2

42.2

60.7

21.0

2.5

5.5

0.9

1.5

3.0

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑭静脈注射の知識「法的関係」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

-

-

1.2

12.6

12.2

25.3

75.7

74.4

64.6

10.5

11.6

7.9

1.2

1.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑮静脈注射の知識「カテーテル管理について」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答
3.1

1.8

5.8

52.0

37.5

52.7

42.5

57.0

40.2

0.6

1.5

0.9

1.8

2.1

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

筆記試験後（N=325）

講義直後（N=328）

講義前（N=328）

⑯静脈注射の知識「電解質バランス」

ない

少しある

ある程度ある

十分にある

無回答

図 20 静脈注射の知識（①～⑯） 



５．平成 21 年度静脈注射教育プログ

Ｑ これまでの静脈注射教育プロ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講義終了直後と筆記試験後と、静

うが、満足度が高くなっている。（講

講義直後【満足：61.6％】→筆記試

また【不満足】についても、講義

ている。「大変満足」を１点として

て平均スコアを算出したところ、講

満足へ傾いている。 

 

６．筆記試験の難易度 

 筆記試験について、「簡単だった」

「まあ簡単だった」と回答をしたプ

ログラム受講者は皆無で、「難しか

った」と 54.5％が回答している。 

 

 

 

 

 

７．静脈注射に関する自己学習の程

 試験前には、受験者の 56.9％が

「ある程度した」と回答している。

 静脈注射教育プログラムを受講後

自己学習をせずに受験した人も、

2.2％いる。 

 

 

 

 

13.1

1.2 34.8

0% 25%

講義直後（N=328）

筆記試験後（N=325）

大変満足［1］ 満足［2]

図 21 プ
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- - 14.5 30.8 54.5

0% 20% 40% 60%

簡単だった まあ簡単だった ふつう 少し難しかった 難しかった

2.2 34.5 56.9

0% 20% 40% 60%

していない 少しした ある程度した かなりした 無回答

グラムの満足度 

ログラムの内容は満足されましたか？ 

静脈注射教育プログラムへの満足度を比較すると

講義直後【大変満足：13.1％】→筆記試験後【大変満

試験後【満足：34.8％】） 

義直後は 0.9％であったのが、筆記試験終了後は 9

て不満足になるほど点数を加算し、「大変不満足

講義直後は 2.14 点であったが、筆記試験終了後は

」

プ

か

程度 

 

後、

61.6 23.2

53.2

0.9

9.8

0.6

0.9

0.6

-

50% 75% 100%

普通[3] 不満足[4] 大変不満足[5] 無回答

プログラムの満足度 

図 22 筆記試験の難易度

図 23 自己学習の程度 

0.3

80% 100%

無回答 N=325

4.3 2.2

80% 100%

答
N=325

と講義直後のほ

満足：1.2％】、 

9.8％と増加し

足」を 5点とし

は 2.74 点と不
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８．講義前アンケートに寄せられた自由記述 

認定制度やプログラムに対する意見等について質問した結果、記述は計 85件みられた。その内

容は、肯定的な記述が 53件で圧倒的に多く、プログラムに対する期待が感じられた。 

具体的には「自信がないまま実施していることへの不安」が 3件みられ、「知識や技術が修得で

きる機会であり自信につながる機会である」が 35件で最も多く、次に「院内で統一したプログラ

ムの必要性の認識や要望」が 21 件であった。それ以外の意見としては、すでに静脈注射を看護師

が実施している状況の中で、院内の認定を取得していなくても実施しているため、認定の必要性

が実感できないというような意見が 8件あった。 

 

９．講義後アンケートに寄せられた自由記述 

講義直後のアンケートにて、講義の感想やプログラムに対する意見等について質問した結果、

記述は計 45 件みられた。「日常の業務を振り返る機会となり、知識の確認や修得ができた」とす

る意見が 10 件、「知らずに実施していたことへの恐怖や恥ずかしさを感じた」という内容が 3件、

「看護師の責任を再認識した」が 5件、「講義を受け自信につながった」が 1件あり、講義を受

講することを肯定的に捉え、自身の学びにつなげている内容が 19 件であった。また、講義内容も

具体的で分かりやすいという感想が 7件ある一方で、逆に内容が難しくスピードについていけな

かったという意見も 6件みられた。その他には、研修の条件（資料の配布に関することや時間に

関すること）に対する意見が 11 件ほどみられた。 

 

１０．筆記試験後アンケートに寄せられた自由記述 

筆記試験終了後のアンケートにて、静脈注射プログラムについて意見等を質問した結果、記述

は 334 件みられた。「知識・理解が深まった」60件、「知識不足を再確認し、責任の重さを実感

した（今まで知らずに行ってきたことを考えて恐ろしくなった）」39 件、「プログラムの存在の

必要性を実感したり、学びを今後に活かしていきたい」とする内容の意見が 24件、などプログラ

ムを受講することで、日々の看護行為について改めて考える機会となったと捉えている意見が総

じて 132 件あった。少数意見ではあるが、講義を受講することにより、静脈注射のみならず他の

看護行為にも視野を拡大し振り返る機会となったり、関連法規を学んだことで「自分自身も守り

たいと考えるようになった」と感想を述べている者もいた。 

 プログラムに関する要望としては、第 1回の講義の際に配布資料がなかったことに対し、準備

をしてほしかったとする要望が 62件と多くみられた。当初は、受講者に資料を配布する予定では

なかったが、受講者からの強い要望もあり、その後は配布を行うこととして対処をしている。そ

の次には、薬剤に関して、「禁忌・投与時の注意点などをさらに詳細に具体的に聞きたい」とす

る意見が 34 件あった。また、実技演習についてもさらに「具体的な内容を求める」意見が 18件

みられた。その他には「e-learning で学習したい」という意見や、「部署で実施をする機会がな

いので反復して研修を行ってほしい」という意見もみられた。 

 病院内の新しい認定制度ということもあり、職員の中には混乱が生じている面もあるが、今後

は安全に実施するための静脈注射プログラムの目的についてスタッフ全員の理解を得ることがで

きるよう働きかけるとともに、アンケートに記入された意見も参考にしながら、次年度の計画を

検討していくこととする。 
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【アンケート結果まとめ】 

 
①翼状針・静脈留置針による静脈注射についての気持ちとして、静脈注射に対する不安や恐怖、

自信については、3 回のアンケートを通して「どちらともいえない」という回答が多い。しか

し、静脈注射を行うことへの恐怖感は講義前より、筆記試験直後に増す傾向にあり、静脈注射

に対する自信についても講義前、講義直後、筆記試験直後の順に自信がないという傾向にある。 

②静脈注射を行う上での今の知識について、知識が「ない」を 1 とし、「十分にある」を 4 とし

た評価において、すべての項目について講義直後が 2.6 から 3.09 の「少しある」から「ある程

度ある」と高く、その次に筆記試験直後、講義前の順であった。 

③静脈注射教育プログラム内容の満足度については、「大変満足」を 1、大変不満足を 5 とした

評価において、講義直後は 61.6％が「満足」であるのに対し、筆記試験直後では「普通」が半

数以上（53.2％）、満足も 34.8％に減少している。講義直後、13.1％が「大変満足」であった

のが、筆記試験終了後は 1.2％と減少している。また不満足についても、講義直後は 0.9％であ

ったのが、筆記試験終了後は 9.8％と増加している。平均値でも講義直後は 2.1 であったが、

筆記試験終了後は 2.7 と不満足へ傾いている。 

④静脈注射教育プログラムが不満足の理由として、試験自体の難しさや試験内容の範囲の広さな

どへの不満もあるが、一番大きかったのは、初回の講義の際に配布資料が無かったことによる

学習のやりにくさ、資料の運用についてが不満の理由としてあがっている。しかし講義内容に

ついては大変勉強になったという意見が多い。 

⑤筆記試験については、「難しい」を 5 とし、1 を「簡単だった」として、評価を点数化したと

ころ、平均は 4.4 点となり、対象者にとって難しい内容であったようである。しかし静脈注射

の自己学習をどれ位したかとの問いについての平均スコアは、「少しした」から「ある程度し

た」の間 2.65 点であった。 

⑥専門分野の院内認定制度を除くと、2 年目以上の看護職員全員を対象とした院内認定制度は、

今回の静脈注射教育プログラムの初年度であったため、筆記試験へのとまどい、難易度などか

ら、プログラムに対する評価も低くなっているようである。 

⑦教育プログラムについての感想では、「講義と筆記試験と大変であったが、知識として改めて

再確認できて良かった」という意見、「教育を受けたことで自信もついたが、常に危機管理意

識を持って、慎重に実践していきたい」という前向きな意見がある反面、試験自体の是非を問

う意見や、「試験が難しすぎる」、「最初から資料配布をして欲しかった」、「事前に参考文

献を提示して欲しい」という意見などがあった。 

⑧自己学習のための eラ－ニングの導入や、多くの勤務者が出席する講義や試験の時間帯に関す

る意見も見られた。 
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⑤プロジェクトの目標達成状況 

プロジェクト実施初年度である本年度は、各部署の 2年目以降の看護師のうち 30％のＩＶナー

ス認定を目標としていた。静脈注射教育プログラムは、平成 21年 10 月から講義、実技演習を開

始したため、平成 22年 2月まで筆記試験がかかり、3症例の実技認定に至っている対象者がまだ

少ないため、年度末である 3月までの認定者数が確定していない。そのため、引き続き、各病棟

で実技認定をうけ、平成 21 年度のＩＶナース認定の目標である 30％、育成予定者数のうち 235

人以上の認定を目指す。 

 
 
 
 
 
 
                        ＩＶナース認定者数   

ＩＶナース育成予定者数 
 
 
 平成 21年度実施した研修の課題や、参加者のプログラム評価をもとに平成 22年度の静脈注射

教育プログラムを検討し、新たな研修プログラムでのＩＶナース育成を行う。また、実践の技術

力を養うため、各部署やクリニカルスキルトレーニングセンターでの専属トレーナーによる実技

演習を提供していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ※２ 平成 22年度のＩＶナース育成予定者数は平成 21年度からの育成予定者数の累計であ

り、目標達成率算出の際のＩＶナース認定者数も平成 21 年度からの累計数となる。 
 

 平成 21 年度 

ＩＶナース育成予定者数 780 人 

平成 21 年度プログラム受講者数 328 人 

平成 21 年度ＩＶナース認定者数（予定） 235 人 

ＩＶナース認定目標達成率※１（予定） 30％ 

 平成 22 年度 

ＩＶナース育成予定者数※２ 780 人 

平成 22 年度プログラム受講者数 450 人 

平成 22 年度ＩＶナース認定目標数 235 人 

ＩＶナース認定目標達成率※２ 60％ 

平成 22 年度の方向性・課題 

H21年度

育成予定者残り

Ｈ21年度

新卒看護師及び
平成22年度

転科者

育成予定対象者で平成 21年度 

プログラム未受講者 

平成 21 年度新卒看護師及び転科により 

プログラム受講対象となった看護師 

※１各年度のＩＶナース目標達成率 ＝ ×100 
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（２）インシデントからみた医療機器操作強化プログラム 

 
 
 医療安全管理部で把握しているインシデント報告の中から、身体侵襲の大きい医療機器（輸液

ポンプ、シリンジポンプ、レスピレーター等）に限定したインシデント件数の抽出を依頼し、デ

ータ収集を行う。 
 
 
 
 医療安全管理部にインシデント件数の抽出を依頼している。 
 
「インシデント」（用語の定義） 
 
 患者さんの診療やケアにおいて、本来あるべき姿からはずれた行為や事態の発生を意味する。

また、障害の発生した事態や傷害をもたらす可能性があったと考えられる状況も含まれる。 
 

九州大学病院医療安全管理部 『医療安全管理マニュアル』より引用 

 
 
 
 身体侵襲の大きい医療機器のみに限定したインシデント報告を抽出することに時間を有するた

め、本年度はインシデント報告件数を得ることを目標としている。 
また、本プログラムの目的が、医療安全管理部の取組みと共通した目的を持つことから、情報

共有をし、医療機器操作に関する研修開催等での協働体制を整備することとした。 
 
 
 
 インシデント報告をもとに、デジタルメディシン・イニシアティブの教員と連携して分析調査

を行う。分析結果をもとに、どのような科学的介入が可能であるかを検討する。 
現在医療安全管理部が開催している「輸液ポンプ・シリンジポンプ研修」に参加し、機器操作

トレーニングでの協力や eラーニング教材作成を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画 

実施状況 

平成 21 年度成果 

平成 22 年度の方向性・課題 
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（３）確実な看護実践能力定着のための新人看護師育成プログラム 

 
 
①教育研修プログラム 

当院看護部では、クリニカルラダーを基盤とした看護部院内教育プログラムを実施しているが、

新卒看護職員に対しては１年間を通して下記教育研修プログラムを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

研　修　名 目 標 対象 講 師 期　間 日 程 場　所

第１回
新採用者合同
オリエンテーション

九州大学病院の診療に携わる新規採用職員
として必要な知識を理解し、チーム医療の実
践に適応する。

研修医
看護職員116名
医療技術職員

１日間 4月1日 百年講堂

第２回
新採用者看護部
オリエンテーション

・九州大学病院の概要を理解し、組織人・看護
職員としての心構え・態度を学ぶ。
・看護業務遂行に悲痛王な基本的知識を学
ぶ。

ラダーⅠを目指
す新採用者
116名

５日間
４月２日
～

４月８日
百年講堂

第３回
1ヵ月

フォローアップ研修

・自己の傾向を知り、職場における対人関係作
りや対処法の糸口をつかむ。
・基本的看護技術項目で、静脈血採血、輸液
管理等の技術の習得を図る。

ラダーⅠを目指
す新採用者
78名

歯科医師　歯科衛生士
看護師長　副看護師長

看護師
院内ＣＰＲインストラクター
皮膚・排泄ケア認定看護師

２日間
4月30日
5月1日

百年講堂
中ホール
1・2

第４回
リスク管理１

（新卒者、既卒者、
中途採用者）

安全管理の基本的知識・技術を学び、実際の
看護ケアに活かすことができる。

ラダーⅠを目指
す新採用者・中途
採用者　138名

セーフティ担当看護師長
感染担当看護師長

４グループ
にわけ
0.5日ずつ

６月１日
６月３日

多目的室

第５回
３ヵ月

フォローアップ研修

・自己の傾向を知り、職場における対人関係作
りや対処法の糸口をつかむ。

ラダーⅠを目指
す新採用者
78名

集中ケア認定看護師
救急看護認定看護師
臨床工学技士

教育担当副看護部長
教育看護師長
教育副看護師長

１日間 7月1日
百年講堂
中ホール
3

第６回
６ヵ月

フォローアップ研修

・自己の傾向を知り、職場における対人関係作
りや対処法の糸口をつかむ。

ラダーⅠを目指
す新採用者
78名

九州大学大学院医学研究院
　医療経営・管理学講座
　荒木　登茂子　教授
教育担当副看護部長

教育看護師長
教育副看護師長

２グループ
にわけ
0.5日ずつ

10月7日
百年講堂
中ホール
3

第７回
リスク管理２

（新卒者、既卒者、
中途採用者）

１年間を振り返るとともに医療事故の問題点と
解決策を考える。

ラダーⅠを目指
す新採用者・中途
採用者　138名

セーフティ担当看護師長
感染担当看護師長

４グループ
にわけ
0.5日ずつ

平成２２年
２月２２日
２月２５日

外来５階
会議室2

第８回
１２ヵ月

フォローアップ研修

・新人看護師としての１年間を振り返り、自分
自身の課題を明らかにし、次年度への自己の
目標を確認できる。

ラダーⅠを目指
す新採用者
78名

九州大学大学院医学研究院
　医療経営・管理学講座
　荒木　登茂子　教授
教育担当副看護部長
教育看護師長
教育副看護師長

２グループ
にわけ
0.5日ずつ

平成22年
3月1日

外来５階
会議室2
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②看護技術習得度チェックの実施 

平成 19 年度まで 58項目からなる新人看護職員の「看護技術習得度」チェックを独自に行って

きた。その後、厚生労働省「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会」報告書（平

成 15年 3月）と「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」報告書（平成 16年 3 月）

に示された技術項目を踏まえて作成された厚生労働省「新人看護職員の臨床実践能力」の領域別

「看護技術についての到達目標」に準じ、当院における看護技術習得度チェック表を見直した。 

当院では、看護実践能力の向上のためにクリニカルラダーシステムを実施しているが、新卒者

が目指すラダーレベルⅠの実践項目に「死亡退院時の基本的対応ができる」があるため、実践現

場で遭遇する機会は少ないが、「１４．死亡時の看護」として追加し、新たに 112 項目からなる

「看護技術習得度チェックリスト」（59 ページ表 9参照）を作成した。 

当院では、平成 20年度より新たな 112 項目から構成された「看護技術習得度チェックリスト」

を利用した技術度チェックを入職時、6か月後、12 か月後に実施している。 

入職時の技術度チェックは自己評価を行い、6か月後と 12か月後は、新人看護職員とプリセプ

ターが相談の上、評価を行う。 

 

③プリセプター研修の実施 

新人看護師のオリエンテーションを効果的に行い、看護師としての適応を促がすために、１人

の新人看護師（プリセプティー）に１人の先輩看護師（プリセプター）がつき、１年間を通じて

教育指導を行う、プリセプターシップを導入し、このプリセプターを育成するプリセプター研修

も実施している。 
本プロジェクトにおいては、新人フォローアップ研修及びプリセプター研修を継続して実施し、

看護技術習得度チェック結果からの新人看護職員の臨床実践力把握、研修参加者アンケート結果

からの研修評価をもとに、今後の研修プログラム計画策定に役立てる。 
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①新採用者看護部オリエンテーション 

 平成 21年度新採用者 116 名を対象に、平成 21年 4月 2 日から 8日までの合計 5日間、以下ス

ケジュールにて新採用者看護部オリエンテーションを実施した。 

 

【4 月 2 日（木） 場所：百年講堂中ホール 1・2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況 

時　間 内　容 講　師

8：30～9：30 看護部概要・新採用者に望むこと 中畑高子看護部長

9：30～10：00 職業人としての責務 総務担当副看護部長

10：00～10：15 休憩

10：15～11：00 研修計画と研修体制 教育担当副看護部長

11：00～12：30 医療情報システムと看護支援システムについて
中島直樹電算化推進室副室長
杉本明美情報担当看護師長

12：30～13：30 昼食

13：30～13：50 職員の服務等について 総務課職員係

13：50～14：20 人事給与制度と手続きについて 総務課人事係

14：20～14：50 給与・共済（医療保険および年金等）の手続き 総務課給与係

14：50～15：10 保険診療と看護師の関わりについて 患者サービス課

15：10～15：30 休憩

15：30～15：50 外部委託業務（リネン関係、清掃等） 経理課用度係

15：50～16：10 ボランティアについて 西山すみ子ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

16：10～16：30 看護職員の福利厚生等について 質担当副看護部長
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【4月 3日（金） 場所：百年講堂中ホール 1・2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4 月 6 日（月） 場所：百年講堂中ホール 1・2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　間 内　容 講　師

8：30～9：15 目標管理 看護部運営委員会

9：15～9：45 看護業務について 業務担当副看護部長

9：45～10：00 休憩

10：00～10：30 看護記録について 質担当副看護部長

10：30～11：00 クリティカルパスについて カルテ委員会

11：00～11：30 約束食事箋、栄養指導について 山口貞子栄養管理室長

11：30～12：30 昼食

12：30～13：00 褥瘡対策システム 皮膚・排泄ケア認定看護師

13：00～14：00 ストレスマネジメント 荒木登茂子教授

14：00～14：15 休憩

14：15～15：15 防犯について 青木正光特別相談役

15：15～16：15
安全確保の技術
（誤薬防止手順、患者誤認防止、転倒転落防止）

医療安全看護部委員会

16：15～17：30 病院内見学 各部署の教育担当副看護師長

時　間 内　容 講　師

8：30～9：00 救命救急ｾﾝﾀｰ（ＣＣＵ・ﾊｲｹｱ）、腎疾患治療部の紹介 一法師久美子看護師長

9：00～9：30 集中治療部、救命救急ｾﾝﾀｰ（救命ＩＣＵ）の紹介 井ノ口美和看護師長

9：30～10：00 手術部の紹介 山田和美看護師長

10：00～10：15 休憩

10：15～10：45 放射線部・光学医療診療部・先進予防医療ｾﾝﾀｰの紹介 江田桂子看護師長

10：45～11：30 総合外来・歯科外来の紹介
島ノ江栄子看護師長
牧　美江看護師長

11：30～12：00 地域医療連携ｾﾝﾀｰの紹介 岩谷友子看護師長

12：00～13：00 昼食

13：00～14：30 検査部各部門・病理部の紹介 検査部

14：30～14：40 休憩

14：40～15：00 医療器材ｻﾌﾟﾗｲｾﾝﾀｰの紹介 後藤龍子看護師長

15：00～15：20 高度先端医療ｾﾝﾀｰの紹介 菊武恵子看護師長

15：20～15：40 ｱｲｿﾄｰﾌﾟ治療ｾﾝﾀｰ・心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査室の紹介 濱田正美看護師長

15：40～16：00 移植対策室の紹介 移植対策室

16：00～16：20 がんｾﾝﾀｰの紹介 がんｾﾝﾀー

16：20～16：30 休憩

16：30～17：30 薬剤部の紹介 平川良宏麻薬係長

17：30～18：00 ＭＥセンターの紹介 三島博之臨床工学技士
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【4月 7日（火） 場所：百年講堂中ホール 3、電算研修室、ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【4 月 8 日（火） 場所：百年講堂中ホール 1・2、電算研修室、ｸﾘﾆｶﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時　間 内　容 講　師

8：30～9：15 静脈注射と輸液管理（講義） 教育委員会

9:30～11：30

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

11：30～12：30 昼食・休憩

12：30～14：30

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

14：30～14：45 休憩・移動

14：45～16：45

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

16：45～17：15 事務諸手続き

時　間 内　容 講　師

8：30～10：30

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

10：30～10：45 休憩・移動

10：45～12：45

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

12：45～13：45 昼食

13：45～15：45

演習
①手指衛生・ＰＰＥ装着/接遇　　②安全確保の技術
③電算研修　　④輸液管理(基礎編）　⑤看護記録
⑥呼吸を整える技術

看護部各委員会
教育ＷＧ　記録委員　ﾘﾝｸﾅｰｽ
集中ケア認定看護師

15：45～16：00 休憩

16：00～16：30 まとめ、アンケート記入 臨床大講堂

16：30～17：30 事務諸手続き
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②新人フォローアップ研修 

本年度の新卒者へのフォローアップ研修は、以下スケジュールで、平成 21年度新卒者 78人を

対象に入職後 1か月、3か月、6か月、12 か月の合計４回実施した。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「看護技術習得度チェックリスト」利用による技術チェックは、入職時の本人の自己評価と、

上記研修の第３回、第４回で実施した。 
次ページより現在当院で利用している「看護技術習得度チェックリスト」と平成 21年度新卒採

用者の看護技術習得度チェック結果を掲載する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 程 科 目 時 間 方　法 講 師 目 標 内 容

第１回
4月30日
5月1日

1ヵ月
フォローアップ研修

２日間
講義
演習

歯科医師　歯科衛生士

看護師長　副看護師長
看護師

院内ＣＰＲインストラクター

皮膚・排泄ケア認定看護師

・自己の傾向を知り、職場における対

人関係作りや対処法の糸口をつか
む。

・基本的看護技術項目で、静脈血採

血、輸液管理等の技術の習得を図る。

・看護必要度「アセスメント項目の評価基準」

　　　　　　　　「主な留意点」
・薬剤の基礎知識

・心肺脳蘇生法

第２回 7月1日
３ヵ月

フォローアップ研修
１日間

講義
ＧＷ

集中ケア認定看護師

救急看護認定看護師

臨床工学技士
教育担当副看護部長

教育看護師長

教育副看護師長

・自己の傾向を知り、職場における対
人関係作りや対処法の糸口をつか

む。

・オリエンテーション

・フェイススケール記載

・ＧＷ「３ヵ月の振り返り」

・グループ発表、事前レポートのまとめ
・講義「人工呼吸器について」

・講義「重症不整脈について」

・医療機器の安全使用について
　（血液浄化装置・心電図モニター・

　パルスオキシメータ・12誘導心電図）

・まとめ

第３回 10月7日
６ヵ月

フォローアップ研修

２グループ
にわけ

0.5日ずつ

講義
ＧＷ

九州大学大学院医学研究院

　医療経営・管理学講座
　荒木　登茂子　教授

教育担当副看護部長

教育看護師長
教育副看護師長

・自己の傾向を知り、職場における対
人関係作りや対処法の糸口をつか

む。

・オリエンテーション

・フェイススケール記載

・看護技術習得度調査
・ＧＷ「６ヵ月の振り返り」

・グループ発表

・ストレスチェック（評価説明、実施）
・まとめ、研修レポート

第４回
平成22年

3月1日

１２ヵ月

フォローアップ研修

２グループ

にわけ
0.5日ずつ

講義

ＧＷ

九州大学大学院医学研究院

　医療経営・管理学講座

　荒木　登茂子　教授
教育担当副看護部長

教育看護師長

教育副看護師長

・新人看護師としての１年間を振り返

り、自分自身の課題を明らかにし、次
年度への自己の目標を確認できる。

・オリエンテーション

・フェイススケール記載
・講義「新卒者アンケートより」

・講義「プリセプター研修より」

・ＧＷ「1年間の振り返り」
・グループ発表

・ストレスチェックとリラクゼーション

・まとめ、研修レポート・アンケート
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【評価の基準】 

 

 

 

 

 

チェックリストでは上記４つの評価の基準からチェックを実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 9 看護技術習得度チェックリスト 

2 クローズドベッドが作成できる。
3 患者が臥床したままでのシーツ交換ができる。
4 朝のベッドメーキングができる。
5 臥床患者や、座位患者に、食事の準備ができる。
6 臥床患者や座位患者に、食事介助ができる。
7 流動食を適温に温め、鼻腔注入ができる。
8 鼻腔注入前に胃管を確認し、注入後には水分注入できる。
9 24時間または、8時間毎の水分出納量が測定できる。
10 尿器での排泄介助ができる。
11 便器での排泄介助ができる。
12 ポータブルトイレでの排泄介助ができる。

15 膀胱内に留置中のカテーテルを清潔に取り扱うことができる。
16 不要となった膀胱内留置カテーテルを抜去することができる。
17 排便困難な患者に、グリセリン浣腸ができる。
18 自力では排便困難な患者に摘便ができる。
19 患者を車椅子に座らせ、目的地まで移送できる。
20 患者を輸送車に移動させ、目的地まで1人で移送できる。
21 成人患者の体位交換が1人でできる。

22
身体機能が傷害された患者に対して、廃用症候群予防のため、日常生活介助をすることが
できる。

23
音、光、温度、湿度、ベッドや寝具、その他院内環境に注意して、適切な睡眠環境の提供
ができる。

24 全身清拭や部分清拭ができる。
25 洗髪車やケリーパッドで洗髪が15分以内にできる。
26 洗髪椅子での洗髪が10分以内にできる。
27 臥床安静指示の患者に、口腔内清拭ができる。
28 臥床安静指示の患者に、歯磨きが介助できる。
29 義歯の手入れや後始末ができる。
30 浴室での入浴介助ができる。
31 臥床安静指示の患者に、洗面の準備及び、介助ができる。
32 陰部や臀部清拭ができる。
33 足浴や手浴ができる。
34 成人患者のおむつ交換ができる。
35 乳児や小児のおむつ交換ができる。
36 臥床患者の寝衣交換ができる。
37 点滴を行っている患者の寝衣交換ができる。

38 指示どおりにマスクおよび鼻チューブで患者に酸素吸入ができる。
39 意識水準低下状態の患者の口や鼻から吸引することができる。
40 挿管中および気切孔の患者の吸引が短時間でできる。
41 指示のあった患者に、吸入の準備、実施ができる。
42 患者の状態に応じた保温・冷却方法を選択し実施できる。
43 患者の状態に応じた体位ドレナージを行うことができる。
44 人工呼吸器装着中の患者の口腔ケア、チューブの再固定が2名で行える。
45 人工呼吸器のアラームの管理ができる。
46 ガーゼの出血量が測定できる。
47 ガーゼ交換時にピンセットや綿球などが、清潔保持できる。
48 創のある患者のガーゼ交換ができる。
49 褥瘡予防のため、（枕、クッションを効果的に使用し）、体圧分散ができる。
50 部位に応じた方法で包帯を巻くことができる。

領域 到達目標
項目

番号
項目内容

1．環境整備技
術

①温度、湿度、採光、臭気、騒音、病室
内整備の療養生活環境調整

　例：臥床患者、手術後の患者等の療養

生活環境整備
②ベッドメーキング

　例：臥床患者のベッドメーキング

1
以下のことに注意して病室内の環境が整えられる。
（温度、湿度、換気、採光、臭気、騒音）

2．食事援助技
術

①食生活支援
②食事介助

　例：臥床患者、嚥下障害のある患者の

食事介助

③経管栄養

3．排泄援助技
術

①自然排尿・排便援助（尿器・便器介助、

可能な限りおむつを用いない援助を含
む）②浣腸

③膀胱ない留置カテーテルの挿入と管

理
④摘便

⑤導尿

13
患者の導尿（膀胱内に貯留した尿をカテーテルを用いて一時的に誘導・排出させること）が
できる。

14
尿を持続的に排出させるために、カテーテルを膀胱内に挿入し、留置することができる。

4．活動、休息
援助の技術

①歩行介助・移動の介助・移送

②体位変換

　例：①及び②について、手術後、麻痺等で活動に制

限のある患者等への実施

③間接可動域訓練・廃用症候群予防

④入眠・睡眠の援助

⑤体動・移動に注意が必要な患者への援助

　例：不穏、不動、情緒不安定、意識レベル低下、鎮静

中、乳幼児、高齢者等への援助

5．清潔・衣生
活援助技術

①清拭
②洗髪

③口腔ケア

④入浴介助
⑤部分浴・陰部ケア・おむつ交換

⑥寝衣交換等の衣生活支援・整容

　例：①から⑥について、全介助を要する

患者、ドレーン挿入、点滴を行っている患
者等への実施

６．呼吸・循環
を整える技術

①酸素療法
②吸引（気管内・口腔内・鼻腔内）

③ネブライザーの実施

④体温調整
⑤体位ドレナージ

⑥人工呼吸の管理

7．創傷管理技
術

①創傷処置

②褥瘡の予防
③包帯法

A：経験有り、十分に実施できる。 

B:経験有り、不十分で説明を受ければ実施できる。 

C:経験有り、不十分で実施は困難である。 

D:全く経験がない。 
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領域 到達目標
項目

番号
項目内容

51 薬品名・服用患者を確認し、経口与薬が正確にできる。
52 薬品名・患者名を確認して点眼が正確にできる。
53 成人・小児患者に、坐薬挿入ができる。
54 部位を正確にして筋肉内注射ができる。
55 部位を正確にして皮内注射ができる。
56 部位を正確にして皮下注射ができる。
57 部位を正確にして静脈内注射ができる。
58 CVC挿入時の介助ができる
59 CVC挿入部の観察およびドレッシング交換ができる。
60 点滴時の介助ができる。
61 清潔、正確に輸液、注射の準備ができる。
62 輸液ルートにエアがたまらないように、輸液を満たすことができる。
63 指示された時間で、輸液を滴下することができる。
64 輸液ポンプを使って、指示された時間で、輸液を投与することができる。
65 シリンジポンプを使って、指示された時間で、薬液を投与することができる。
66 輸血の種類に応じて準備ができる。
67 指示された量のインスリンを正確に投与することができる。
68 指示された麻薬を正確な量、適切な方法で投与できる。
69 呼吸停止・心停止の確認が正確にできる。
70 JCSを使って意識レベルの把握ができる。

71
気道閉塞に陥った患者もしくは、気道閉塞の可能性のある患者に対して、気道を確保でき
る。

72 （訓練用人形を使い）呼気吹き込み、人工呼吸を行うことができる。
73 （訓練用人形を使い）胸骨圧迫ができる。
74 気管挿管の準備ができる。
75 気管挿管の介助ができる。
76 患者の「救急事態発生」を的確に伝えることができる。
77 救急時に蘇生バッグを準備し、使用することができる。
78 成人患者（または小児・乳幼児）の脈拍測定ができ、不正が把握できる。
79 成人患者（または小児・乳幼児）の呼吸測定ができ、不正が把握できる。
80 成人患者（または小児・乳幼児）の体温測定(腋窩）ができる。
81 成人患者（または小児・乳幼児）の体温測定(口腔）ができる。
82 成人患者（または小児・乳幼児）の体温測定(直腸）ができる。
83 成人患者（または小児・乳幼児）の血圧測定が聴診法でできる。
84 成人患者（または小児・乳幼児）の身長・体重が測定できる。
85 成人患者の腹囲測定ができる。
86 静脈より採血ができる。
87 動脈採血の準備ができ、検体を正しく取り扱うことができる。
88 尿量や尿比重が測定でき記録できる。
89 簡易血糖検査機で、血糖値の測定ができる。
90 心電図モニターの装着ができる。
91 12誘導心電図の装着ができる。
92 パルスオキシメーターを使ってSpo2の測定ができる。
93 成人患者の内科的診察介助ができる。
94 聴診器で呼吸音が聴診できる。
95 聴診器で腸音が聴診できる。
96 ベッドの高低や頭部挙上などの調節ができる。
97 呼吸の安楽のため、下顎挙上などの気道確保の手順ができる。
98 舌根沈下の患者に対し気道確保の体位をとることができる。
99 湯たんぽ・氷枕・氷のうを適切に作成し使用できる。
100 感染の種類によって適切な防護用具を使用できる。

101 衛生学的手洗いができる。
102 感染性廃棄物を他の廃棄物と区別し、分別することができる。

103
滅菌あるいは消毒された物品や清潔に保たなければいけない部位を、細菌に汚染されな
いように、取り扱うことができる。

104 針刺し事故防止策を実施できる。
105 術野の準備（除毛・臍処置）ができる。
106 6つのRに従い、与薬することができる。
107 患者誤認防止策を実施することができる。
108 患者を取り巻く環境の危険因子を点検し、修正することができる。
109 不必要な放射線の被曝を防止することができる。
110 毒性の強い薬剤の暴露防止ができる。
111 患者死亡時の家族への配慮ができる。
112 外観を美しく保ち、敬虔な態度で死後の処置を行うことができる。

8．与薬の技術 ①経口薬の与薬、外用薬の与薬、直腸

内与薬
②皮下注射、筋肉内注射、皮内注射

③静脈内注射、点滴静脈内注射

④中心内静脈注射の準備、介助、管理
⑤輸液ポンプの準備と管理

⑥輸血の準備、輸血中、輸血後の管理

⑦抗生物質の用法と副作用の観察
⑧インスリン製剤の種類、用法、副作用

の観察

⑨麻薬の主作用、副作用の観察
⑩薬剤等の管理（毒薬・劇薬・麻薬・血液

製剤を含む）

9．救命救急処
置技術

①意識レベルの把握

②気道確保

③人工呼吸
④閉鎖式心臓マッサージ

⑤気管挿管の準備と介助

⑥止血
⑦チームメンバーへの対応要請

13．安全確保
の技術

①誤薬防止の手順に沿った与薬

②患者誤認防止策の実施

③転倒転落防止策の実施
④薬剤・放射線暴露防止策の実施

14．死亡時の
看護

10．症状・生体
機能管理技術

①バイタルサイン（呼吸・脈拍・体温・血

圧）の観察と解釈

②身体計測
③静脈血採血と検体の取り扱い

④動脈血の準備と検体の取り扱い

⑤採血・尿検査の方法と検体の取り扱い
⑥血糖値測定と検体の取り扱い。

⑦心電図モニター・12誘導心電図の装

着・管理
⑧パルス・オキシメーターによる測定

11．苦痛の緩
和・安楽確保
の技術

①安全な体位の保持
②罨法等身体安楽促進ケア

③リラクゼーション

④精神的安寧を保つための看護ケア

12．感染防止
の技術

①スタンダードプリコ-ション（標準予防策の実施）

②必要な防護用具（手袋、コーグル、ガウン等）

の選択。

③無菌操作の実施

④医療廃棄物の規定に沿った適切な取り扱い。

⑤針刺し事故防止対策の実施と針刺し事故後の

対応。

⑥洗浄・消毒・滅菌の適切な選択
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平成 21 年度新卒採用者看護技術習得度（入職時・6か月・12か月） 

【平成 21年度新卒採用者看護技術習得度（入職時）】 

看護技術習得度チェック対象者：新卒採用者：77名  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 平成 21年度 4月 新卒採用者看護技術習得度自己評価（項目 51～112） 

図 24 平成 21年度 4月 新卒採用者看護技術習得度自己評価（項目 1～50） 

経験あり、十分に実施できる
経験あり、不十分で説明を受ければ実施できる
経験あり、不十分で実施は困難である
全く経験がない
未記入
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与薬 救命救急 症状・生体機能管理 苦痛緩和 感染防止 安全確保 死亡時

＜入職時上位＞

領域 項目内容
経験有り、

十分に実施
できる

1
症状・生体機能

管理
成人患者（または小児・乳
幼児）の体温測定

85.7%

2
症状・生体機能

管理

パルスオキシメーターを

使ってのＳｐＯ2測定
84.4%

3
症状・生体機能

管理

成人患者（または小児・乳

幼児）の血圧測定
80.5%

3
感染防止の技

術
衛生学的手洗い 80.5%

＜入職時下位＞

領域 項目内容
全く経験が

ない

1 与薬の技術
指示された麻薬の正確な
量、適切な方法での投与

96.1%

2 与薬の技術 輸血の種類に応じた準備 94.8%

3 死亡時の看護
外観を美しく保ち敬虔な態

度での死後の処置
93.5%
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図 25 の看護技術習得度を各領域別でグラフ化したものが図 26 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域別の技術習得度は、次のとおりである。 
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40%

60%

80%

100%

経験あり、十分に実

施できる

経験あり、不十分で

説明を受ければ実

施できる

経験あり、不十分で

実施は困難である。

全く経験がない

未記入

n=77

図 26 平成 21年度 4月 領域別新卒採用者看護技術習得度自己評価 

「経験あり、十分に実施できる」領域上位 （％）

1 60.0

2 症状・生体機能管理技術　　　 36.0

3 活動・休息援助の技術　　 35.0

環境整備技術　

「全く経験がない」領域上位 （％）

1 89.0

2 呼吸・循環を整える技術 63.0

2 63.0

3 55.0

死亡時の看護

与薬の技術

救急救命の技術
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【平成 21年度新卒採用者看護技術習得度（入職 6か月後）】 

看護技術習得度チェック対象者：新卒採用者：77名 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 平成 21年度 6か月 新卒採用者看護技術習得度評価（項目 1～50） 

経験あり、十分に実施できる
経験あり、不十分で説明を受ければ実施できる
経験あり、不十分で実施は困難である
全く経験がない
未記入
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環境整備/食事・排泄介助 活動・休息/清潔・衣生活援助 呼吸・循環 創傷管理
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与薬 救命救急 症状・生体機能管理 苦痛緩和 感染防止 安全確保 死亡時

図 28 平成 21年度 6か月 新卒採用者看護技術習得度評価（項目 51～112） 

＜６か月後上位＞

領域 項目内容
経験有り、

十分に実施
できる

1
感染防止の

技術
衛生学的手洗い 98.7%

2
症状・生体機能

管理
パルスオキシメーターを
使ってのＳｐＯ2測定

96.1%

2
感染防止の

技術

感染性廃棄物を他の廃棄

物との区別・分別
96.1%

2
感染防止の

技術
針刺し事故防止策の実施 96.1%

3
症状・生体機能

管理
成人患者（または小児・乳
幼児）の体温測定

92.2%

＜６か月後下位＞

領域 項目内容
全く経験が
ない

1
呼吸・環境を

整える技術

人工呼吸器装着患者の口

腔ケア・チューブの再固定

を2名で実施

80.5%

1 死亡時の看護
外観を美しく保ち敬虔な態

度での死後の処置
80.5%

2
救命救急

処置技術

呼吸停止・心停止の正確

な確認
77.9%

2
救命救急

処置技術
気管挿管の介助 77.9%

2
救命救急
処置技術

救急時の蘇生バッグ準備・
使用

77.9%

3 与薬の技術 部位への正確な皮内注射 74.0%



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

領域別の技術習得度上位領域、下位領域は次のとおりである。 

   
 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 29 平成 21年度 6か月 領域別新卒採用者看護技術習得度 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

経験あり、十分に実

施できる

経験あり、不十分で

説明を受ければ実施

できる

経験あり、不十分で

実施は困難である。

全く経験がない

未記入

n=77

「経験あり、十分に実施できる」領域上位 （％）

1 83.0

2 81.0

2 81.0

2 81.0

5 75.0

環境整備技術　

食事援助技術

排泄援助技術

活動・休息援助の技術

清潔・衣生活援助技術

「全く経験がない」領域上位 （％）

1 76.0

2 52.0

3 呼吸・循環を整える技術 39.0

死亡時の看護

救急救命の技術
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【平成 21年度新卒採用者看護技術習得度（入職 12か月後）】 

看護技術習得度チェック対象者：新卒採用者：77名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 30 平成 21年度 12か月 新卒採用者看護技術習得度評価（項目 1～50） 

経験あり、十分に実施できる
経験あり、不十分で説明を受ければ実施できる
経験あり、不十分で実施は困難である
全く経験がない
未記入

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

環境整備/食事・排泄介助 活動・休息/清潔・衣生活援助 呼吸・循環 創傷管理
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図 31 平成 21年度 12か月 新卒採用者看護技術習得度評価（項目 51～112） 

＜１２か月後上位＞

領域 項目内容
経験有り、

十分に実施

1
症状・生体機能

管理

パルスオキシメーターを

使ってのＳｐＯ2測定
98.7%

1
感染防止の

技術

感染性廃棄物を他の廃棄

物との区別・分別
98.7%

1
安全確保の
技術

患者誤認防止策の実施 98.7%

2 与薬の技術 輸液ルート作成 97.4%

2
症状・生体機能

管理

成人患者（または小児・乳

幼児）の体温測定
97.4%

2
感染防止の
技術

衛生学的手洗い 97.4%

2
安全確保の

技術
６Rに従った与薬 97.4%

3
苦痛の緩和・安

楽確保の技術

ベッドの高低・頭部挙上

調整
96.1%

＜１２か月後下位＞

領域 項目内容
全く経験が

ない

1
呼吸・環境を

整える技術

人工呼吸器装着患者の口

腔ケア・チューブの再固定

を2名で実施

76.6%

2
呼吸・環境を

整える技術
人工呼吸器アラーム管理 75.3%

2
救命救急
処置技術

気管挿管の介助 75.3%

3
救命救急

処置技術

呼吸停止・心停止の正確

な確認
71.4%
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領域別の技術習得度上位領域、下位領域は次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
看護技術を支える要素となる医療安全の確保という観点から、実践を行う上で基本となる「感

染防止の技術」や「安全確保の技術」は、新人オリエンテーションをはじめとする多くの集合教

育や、各部署における実践上での指導が提供され、徹底した教育を受けているため、実際の習得

度も高い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32 平成 21年度 12か月 領域別新卒採用者看護技術習得度評価 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

経験あり、十分に実

施できる

経験あり、不十分で

説明を受ければ実施
できる

経験あり、不十分で

実施は困難である。

全く経験がない

n=77

「経験あり、十分に実施できる」領域上位 （％）

1 87.0

1 86.0

3 85.0

環境整備技術

安全確保の技術

感染防止の技術

「全く経験がない」領域上位 （％）

1 60.0

2 45.0

3 34.0

死亡時の看護

救命救急処置技術

呼吸循環を整える技術
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平成 21 年度新卒採用者 1 年間の技術習得度変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
平成 21 年度新卒採用者の平成 21 年 4 月（入職時）、平成 21年 10 月（6か月後）、平成 22 年 3

月（12 か月後）の看護技術習得度を比較すると、（図 33 参照）と「経験あり、十分に実施でき

る」という評価が【4月：21％】から【10月：50％】、【3月：65％】まで伸び、入職時の技術

レベルから 3倍以上に伸びている。入職から 1年が経過し、看護の実践の経験を積み重ねること

により、技術習得度も上昇している一方で、「全く経験がない」という看護技術が 20％残ってい

る。 

 

平成 20 年度、21 年度新卒採用者 入職 6か月後の技術習得度比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度と平成 21 年度の新卒採用者の看護技術習得度を比較する（図 34 参照）と、各領域

別の習得度はほぼ同レベルであった。また、平成 20 年度、21年度ともに、「救命救急処置技術」

「呼吸・循環を整える技術」習得度が相対的に低い傾向となった。 

 

図 34 ６か月後の看護技術習得度の比較（H20 年度と平成 21 年度新採用者） 
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図 33 平成 21年度新卒採用者 技術習得度変化 
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平成 20 年度新卒採用者 入職時からの技術習得度変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度の新卒者の看護技術習得度を「入職時」から「6か月後」、「12 か月後」、「20

か月後」と比較する（図 35 参照）と、時間の経過とともに、全体的な技術習得度は「経験有り十

分に実施できる」レベルまで近づいていくが、「救命救急処置技術」「呼吸・循環を整える技術」

習得度は、他の領域の技術と比較して、依然として低いままである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35 平成 20年度新卒採用者の看護技術習得度変化 
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 平成 21年度は、新卒時の看護技術習得度がどのように変化しているかを明らかにするために、

入職後 2年目、3年目の看護職員の看護技術習得度を調査した。以下にその結果をまとめている。 

 
【看護師２年目、３年目の看護技術習得状況に関する調査】 

調 査 目 的：本院に就職後、2年目、3年目における看護技術習得度を調査し、修得状況を明ら

かにする。結果より技術修得できない看護技術の獲得方法を検討する。 

調査対象者：①平成 19 年度、20 年度に新卒看護師として入職した看護師 106 名 

②平成 19年度、20年度の既卒・中途採用看護師 205 名 

（但し他施設経験が 1年から 2年の方） 

調 査 時 期：平成 21年 12 月 21 日（月） 

調 査 方 法：各部署の教育副看護師長へ担当部署の対象人数分の質問紙の印刷・配布・回収を

依頼した。調査対象者には、看護技術習得度チェックの自己評価を行ってもらっ

た。  

 

調査回答者数：２年目の看護職員 106 名 

       ３年目の看護職員 205 名 

 

【2年目の看護技術習得度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3 年目の看護技術習得度】 
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図 36 看護技術習得度（項目 1～50） 
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入職から 2年が経過している看護職員の 2人に 1人は「気管挿管の介助・準備」した経験がな

く、「部位に正確に皮内注射」をしたことがないという結果がでた。 

2 年目でも経験のない「気管挿管の介助」は、3年目を過ぎた看護職員でも依然として 53.2％と

高い割合で経験がないままになっている。 

 配属している部署の特性などから、上記の看護技術を経験することがなく、看護技術も修得し

ないまま時間が経過していることは看護実践能力の定着を遅延させる一因にもなるため、「新人

看護職員卒後臨床研修の努力義務化」等の取組みとともに、教育プログラムを検討する必要とな

っている。未経験である割合の高い「気管挿管の準備・介助」については、次年度の教育計画に

反映させ、病棟間相互研修を検討する予定である。 

【2年目の看護技術習得度】 

 

 

 

 

 

 

【3 年目の看護技術習得度】 

 

 

 

 

 

 
図 1 上段：入職 2年目・下段：3年目の看護技術習得度（項目 51～112） 
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図 37 看護技術習得度（項目 51～112） 
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【看護技術習得度チェック結果のまとめ】 

 

① 平成 21 年度の新卒採用者の看護技術習得度変化は、全項目における「経験あり十分に実施で

きる」が「入職時 21％」より「12ヵ月後 65％」へ 3倍以上に伸びていた。 

② 平成 21 年度の新卒採用者の入職時の看護技術習得度の「経験あり、十分に実施できる」 

上位領域は 

１．環境整備技術 

２．症状・生体機能管理技術 

３．活動・休息援助の技術の技術 であった。 

「全く経験がない」領域は 

１．死亡時の看護 

２．呼吸・循環を整える技術 

２．救命救急の技術 

３．与薬の技術 であった。 

③ 平成 21 年度の新卒採用者の 12ヵ月後の看護技術習得度の「経験あり、十分に実施できる」 

上位領域は 

１．環境整備技術   

２．安全確保の技術  

３．感染防止の技術  

となっており、6ヶ月後と同様の領域で技術習得度が高い傾向がみられた。 

④ 平成 21 年度の新卒採用者の 12ヵ月後の看護技術習得度の「全く経験がない」領域は 

１．死亡時の看護      

２．救命救急の技術     

３．呼吸循環を整える技術  

となっており、入職時から 12ヶ月が経過した時点でも未経験の割合が高いままであった。 

⑤ 新採用者の看護技術習得度は毎年同じような傾向にある。看護技術習得度の「全く経験がな

い」項目で上位にあがっている「死亡時の看護」については、実践の場で経験する機会自体

が少ないため、その結果として修得するまでに時間がかかっている。このため、他の項目と

区別する必要がある。「死亡時の看護」を除く経験できない項目に関しては、体験できる演

習の場を提供し、今までの断片的な技術演習がより実践と結びつくよう、次年度より 1 年か

けて技術演習を行なう予定である。 

⑥ 2年目、3年目の看護技術習得度で「全く経験がない」項目で上位にあがっていた「与薬の技
術：部位への正確な皮内注射ができる」や「症状・生体機能管理技術：成人患者への直腸検

温ができる」などは、実践現場で実施の頻度がほとんどないことから、習得度が低いままで

ある。 

⑦ 2 年目、3年目の看護技術習得度については、部署の特性にもより「経験できない」項目もあ

るため、対策として次年度の教育計画では病棟間相互研修を予定している。 

 



77 
 

③プリセプター研修 

 本年度のプリセプター育成のための院内研修会「プリセプターシップ（平成 21 年度）」を以下

スケジュールで実施した。 

 平成 21年度の各病棟プリセプター69名を対象に「プリセプターシップの役割と機能を学び、

プリセプターとしての能力を高める」ことを目的とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
準備研修である第１回目（平成 21 年.3 月）、支援研修３か月後（平成 21 年.7 月）、支援研修

6か月後（平成 21年.10 月）、まとめ（平成 22年.2 月）にプリセプターとしての自己評価を聞

き、平均点を算出した（図 38参照）。その結果、プリセプターとして活動する前の自信（H21.3

自信度）は、実際の活動を開始して３か月経過した時点（H21.7 月自己評価）で、【人間関係】、

【業務関係】、【指導目標】、【自己啓発・サポート体制】の４分野全てで低くなっている。 

プリセプターとしての自己評価は、その後、研修回数を重ねるごとに上昇していき、第 5回研

修時には最も高くなっている。また、まとめ研修時の自己評価（H22.2 月自己評価）は、研修を

受ける前の自信度（H21.3 自信度）よりも全分野において高くなっており、１年間の研修やプリ

セプターとしての実践活動を通して成長したことを研修参加者自身が実感している。 

日程 科目 時間 担当 目標及び内容

第１回 2009年3月5日 準備研修
8：30～16：30

（１日）

教育担当副看護部長

教育看護師長
教育副看護師長

・プリセプターシップの概要

　マニュアル内容について

　プリセプティ（新人）の理解
　プリセプティの指導のポイント

・指導に必要なコミュニケーション技術

第２回 2009年3月17日 準備研修
8：30～12：00

（0.5日）

教育担当副看護部長

教育看護師長
教育副看護師長

・グループワーク

　「望ましいプリセプターになるために」
・プリセプターとしての目標設定、どんなプリセプティに成長して欲しいか。

第３回 2009年7月10日
支援研修

３か月後

8：30～16：30

（１日）

教育担当副看護部長

教育看護師長

教育副看護師長

教育委員会

・実践上の問題と解決法について

　事前レポート「指導上の問題点」について、プリセプティの現状を踏まえた上で学びを指

導へどう活かすかを考える。

・ストレスマネージメント

第４回 2009年10月19日
支援研修

６か月後

8：30～12：00

（0.5日）

教育担当副看護部長
教育看護師長

教育副看護師長

教育委員会

・実践上の問題と解決法について
　事前レポート「指導上の問題点」について、プリセプティの現状を踏まえた上で学びを指

導へどう活かすかを考える。

・自分の変化とプリセプティの変化について

第５回 2010年2月16日 まとめ
8：30～12：00
（0.5日）

教育担当副看護部長

教育看護師長
教育副看護師長

教育委員会

・プリセプターとしての反省・学び（個人・グループ）

・プリセプティの成長についてグループワーク

・アンケート（研修内容も含む）

図 38 平成 21年度プリセプター自己評価の変化（平均点） 
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第 1回研修前と第 5回後での新人指導に対する気持ちの変化（図 39 参照）では、「プリセプタ

ーは面倒だ」という思いや不安感は軽減される傾向がみられた。また、研修後には、「自分が成

長できる機会である」というプリセプターの役割に対して肯定的な評価があがる傾向がみられた。 

グループワークでの『プリセプターとしての振り返り』では、病棟全体で新人教育に取り組む

環境ができているといった意見や、プリセプターとしてサポートしてもらったという感謝の気持

ち、新人教育を担当することで、「自分自身の知識や技術を振り返り、自己研鑽に励むことがで

きた」と自らの成長に繋がったと評価しているも多かった。 
また、自らの成長だけでなく、『プリセプティの成長』では、１年間のプリセターとしての活

動を通して、「患者から言われたことを自分で考えて対処できるようになった」、「自分でタイ

ムスケジュールを作り、仕事ができるようになった」など、身近な先輩としても、プリセプティ

の看護職員としての成長や、周囲への気遣いや社会人としてのマナー向上などを評価している。 
 

【アンケート結果まとめ】 

  
①プリセプター研修は、「教えるということ」を体系的に学習し、成長する機会であった。 
②プリセプター研修では、その役割・機能を講義で学ぶとともに、グループワークを通して、

同じプリセプターの悩みやその対処法を話し合い、プリセプターの活動を振り返り、学んだ

ことを共有することで、個人の「学び」から組織全体の「学び」へと結びつけている。 
③自己評価の変化、気持ちの変化や自由記述コメントからわかるように、研修参加者は、指導

者という役割に不安を感じ、試行錯誤しながら新人指導にあたり、少しずつ指導者としての

自信や指導への肯定的評価を体得している。 
④新人の成長する姿を、一番身近な職場の先輩として厳しく指導するだけでなく、新人の前向

きな変化に率先して気づき、評価ができるように成長している。 
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図 39 研修前後での新人指導に対する気持ちの変化 
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平成 20 年度、平成 21 年度の新卒者の看護技術習得度結果や、平成 20 年度入職者の 20 か月後

の看護技術習得度結果からも、「救命救急処置技術」「呼吸・循環を整える技術」の習得度が低

い傾向にあるという結果がでた。また、入職から 2～3年が経過した看護職員でも高い割合で、「気

管挿管の準備・介助」が経験のない状態であることが明らかとなった。 

そのため、技術習得度の低い技術を修得するためのプログラムの準備段階として、取組み初年

度である本年度は平成22年1月に視察を行ったスキルラボでのシミュレーターの整備状況を参考

に、実習用シミュレーターや、eラーニング教材作成のための備品を整備した。 

 また、九州大学情報基盤研究開発センターと連携した「九州大学Ｗｅｂ学習システム（Ｗｅｂ

ＣＴ）」活用による eラーニング提供体制を整備するため、同センターと協議を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【シミュレーター整備：実習モデル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【e ラーニング教材作成備品：ビデオカメラ】 

 

 

 

 

平成 21 年度成果 
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平成 22 年度プログラムの新人看護職員の教育プログラムでは、厚生労働省検討会の『新人看護

職員研修ガイドライン』を参考にしながら、平成 21 年度に実施したプログラムを分析、評価、見

直しを行い、新たなプログラム内容を検討し、実施する。 

平成 20 年度、21年度の新人看護職員に対する看護技術習得度変化や、経年比較分析結果から、

新人看護職員が年度にかかわらず共通で習得度の低い項目や、フィジカルアセスメントに関する

強化プログラムの提供が早急に必要となっている。そのため、平成 22 年度は、従来実施してきた

「新人フォローアップ研修」を目的別に区別する。 

新人看護職員の悩みの共有や、職務に対するモチベーションアップ、励ましを目的としたリフ

レッシュのための研修を年 4回、入職から 1か月後、3か月後、6か月後、12 か月後に『フォロ

ーアップ研修』として実施する予定である。 

技術演習のための研修を、新人オリエンテーション時から年間 9回程度実施する予定である。

技術演習項目については、単純な技術習得のみを目的とするのではなく、患者対応も含めたより

実践的な演習を、新人看護職員が現場で実践を開始する時期に合わせて計画したプログラムを開

発、実施していく。 

必要に応じて、フィジカルアセスメントの実技演習のできるシミュレーターを整備し、プログ

ラム提供体制を強化していく。 

集合教育以外の場でも、自己学習が可能なよう、専属トレーナーによる技術演習の機会を提供

し、断片的な技術演習が実践と結びつくよう技術力の強化体制を整備するとともに、シミュレー

ターの利用促進を図る。 

シミュレーター利用では、利用者に対してアンケート調査を実施し、利用状況をデータで把握

するとともに、今後のプログラム計画の基礎資料として活用する。 

また、新人看護職員も含めて入職から 2～3年とキャリア形成が初期段階にある看護職員に対し

ても、「気管挿管の準備・介助」を経験する機会が限られ、看護技術が修得できていない現状か

ら、シミュレーター演習や配属された部署での修得が困難な技術については、必要に応じ病棟間

相互研修を計画・実施し、当院で必要とされる技術習得度の補完を行う。 

新人看護師を育成する指導体制として、プリセプター研修のアンケート結果とともに、平成 21

年 12 月に出された「新人看護職員研修ガイドライン」に示された実地指導者研修の内容を勘案し

ながら、研修参加者が抱える課題を解決する方策や支援を含めた、より実践的な研修プログラム

に向けた見直しを行い、次年度の研修プログラム作成し、平成 22 年 3 月から実施している。 

また、各部署の教育担当副看護師長を教育担当者として新たに位置づけし、教育担当者の役割

を担うための教育担当者育成研修プログラムを作成する。作成したプログラムは平成 22 年 2 月か

ら準備し、平成 22年 3月から研修を実施している。 

平成 22 年度の方向性・課題 



81 
 

ｎ Mean±SD （Min-Max)

看護師としての経験年数 62 9.19±0.62 4～28

指導者としての経験年数 57 2.05±0.21 0～9

1病棟における指導者数 59 2.81±0.14 2～5

1日の指導学生数 64 4.27±0.27 2～15

指導者が受け持つ患者数 64 3.06±0.34 0～10

連続して指導する日数 60 3.75±0.28 0～14

（ 欠損値を除く ）

 ４）－２ 基本的看護実践能力育成プログラム  

 

（１）臨床による実習指導要項開発プログラム 

 
 
 現在九州大学病院看護部で臨地実習を受けている看護学生や、実習指導に携わっている管理者、

実習指導者に対するアンケート調査を実施し、当院の臨地実習や実習指導体制をより効果的なも

のにすることを目的に作成する実習指導要項開発プログラムの基礎資料を得る。 
 
 
 
 初年度である本年度は、実習指導要項開発プログラムを開発する準備年とし、臨床実習の指導

体制についてのアンケート調査を実施し、実習指導に関する受け入れ体制の現状把握を行った。 
 アンケート調査票の作成においては、プロジェクト事務局において原案を作成し、プログラム

推進ワーキンググループのメンバーである保健学科教員からの指導、助言を受けながら修正を加

え完成させた。 
 
 
 平成 22年 2月に各部署で臨地実習の指導担当者 64 名に対し、以下方法でアンケート調査を行

った。 

【臨地実習指導の指導体制についてのアンケート結果】 

調査対象者：各部署で臨地実習時に学生指導の役割を担っている人 64 名（回収率 100％） 

 調 査 方 法：平成 22 年 2 月 12 日に開催された看護師長会議にて、教育担当副看護部長よりア

ンケートの趣旨を説明し、各部署のアンケート対象として該当する人数分の調査

票を各看護師長に配布依頼した。期日（2月 22 日）までに各部署内でアンケート

を回収してもらい、看護キャリアセンターへ提出してもらった。 

※アンケートの集計に関して： 
  人数や日数などの数値を記入する回答欄に「３から５」など幅がある記載がされている場合 
は、多い方の数値を採用した。 
 
 Ⅰ 指導者の背景 

指導者の年代は20歳代後半と30歳代がほぼ同程度

であり、これらの者で約９割を占める(図 40)。看護師

としての経験年数は、4年から 28 年と幅が広い。平均

経験年数は 9.19 年であり、6から 10 年が最も多く

（51.6%)、次いで 11 から 20年(26.6%)となっている

(図 41)。指導者としての経験年数の平均は、2.02 年

で 1年未満の者が最も多い（42.2%)。0から 3年未満

の者で 73.4%を占める(図 42)。 

実施状況 

平成 21 年度成果 

実施計画 

表 10 対象の属性 



 

2 29

0% 20% 40
22～25歳 2

  

            

 

 

 

Ⅱ 指導体制  

指導体制についての結果を以下に

各病棟における指導者の平均人数

 

  
 

実習を担当している病棟を図 44 に示

基礎実習は 13の病棟、成人・老年期

は 16の病棟小児、母性助産実習は

病棟、母性、精神実習は 1つの病棟

施されている。 

 

 

図 40  

図 41   看

図 42    

図 43    各病
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0% 60% 80% 100%
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に示す。 
数は 2.81 人で 2名の部署が最も多い（56.3%)。

示す。

期実習

2つの

棟にて実

 年齢               n=64 

看護師としての通算経験年数     n=64 

指導者としての年数         n=64 

病棟の指導者の人数       n=64 

図 44   実習実施病棟数
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20 2 6 3 21 2 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人～10人

n=64
20 2 6 3 21 2 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人～10人

5 26 11 13 9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２人 3人 4人 5人 6人以上

 

 

 

各病棟における実習指導体制について、6つの選択肢を設け、複数回答を求めた結果を図 45に

示す。最も多くみられた指導体制は、「フリー業務を行いながら学生指導を行う」パターンであ

った。その次は、「学生が受け持つ患者の他にも患者を受け持つ」というパターンであり、以下

「学生が受け持つ患者がいない部屋を担当しながら学生指導を行う」、「病棟業務は行わずに学

生指導に専念している」と続いていく。その他の回答としては、「リーダー業務との兼務」や「指

導者 2名で午前午後を分け、午前午後で指導と業務を交代する」という回答もみられた。患者を

受け持たずに、フリー業務を行ったり、学生指導に専念しているという回答は、全体の 47.8%に

上るが、それ以外は患者を受け持ちながらの実習指導を行うパターンである。そこで、1日に実

習指導を担当する学生の人数と自分が受け持つ患者の人数について、質問した結果を図 46,47 に

示した。1日に一人の指導者が指導する人数の平均は 4.26 人であった。最大で 15 人という部署

があったが、学生が受け持ち患者を持たない見学実習であった。 
  

 
 

 
 

12

33

22

44

20

3

0 10 20 30 40 50

学生が受け持つ患者だけを学生と一緒に受け持つ

学生が受け持つ患者の他にも患者を受け持つ

学生が受け持つ患者がいない部屋を担当しながら学生指導を行う

受け持ち患者は持たずにフリー業務を行いながら学生指導を行う

病棟業務は行わずに学生指導に専念している

その他1)

図 45 実習指導体制     複数回答  n=134 

図 46   １日に指導する学生数    n=64 

図 47   指導者が受け持つ患者数       n=64 

注 1) その他：リーダー業務との兼務、指導者 2名で午前午後を分け業務と指導を分担する 



 

7 1 19
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0日 2日 3日

  一人の指導者が 1日に指導する

（17.2%)、6 人以上（14.1%）、2人

指導者が受け持っている患者の人数

(31.3%)であった。この 2つの項目で

10 名（15.6%)存在した。6から 10人

10 名のうち、3名は精神科病棟に勤

実習、助産学実習を担当している指

 同じ実習指導者が何日か連続して

いるか、という質問に対しては、「連

が最も多く（66%）、「ときどき」が

続して担当することはない」が 9%で

数以上の者が連続して担当している

ていた（図 48）。 

 

 
 

 
実際に連続している日数をたずねた

最も多いのは 3日であり、次は 5日

連続して担当する日が、3～5日とす

連続して担当していない部署には、

 
Ⅲ 指導者の具体的役割についての

現在の九州大学病院における臨地

把握する目的にて、九州大学保健学

導者の役割」と、文献等を参考に 1

いない～５．よく行っている)にて質

た（平均点の算出および項目内での

内容については、「その他」として

 今回調査した指導者の具体的役割

看護過程の指導、ケアの実践と振り

の中で、最も行えている項目は「患

備」であった（図 50）。 

 

図 49   同一
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1 日のみの見学実習を行っている病棟もあった

の結果 

地実習指導者が行っている指導者の具体的役割に

学科が実習前に指導者に提示している「成人・老

10 項目（小項目 30項目）を作成し、5段階評価

質問した。回答項目の数値を点数化したのち、統

の多群の比較検定）。また、設定した項目以外に

て記入してもらうこととした。 

割 10項目（実習開始前の準備、患者選定、オリエン

返り、報告、カンファレンス、実習の評価、学生
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図 51 実習開始前の準備  n=64 

 

 

具体的役割 10項目の中で「実習開始前の準備」の他に平均点が 4点未満である項目（あまり行

えていない項目）は、「実習の評価」「学生態度の指導」であった。 

 10 項目の内容についてまとめたものを以下に示す。 

 
１．実習開始前の準備（図 51） 
 
実習開始前に行っていることとし

て、1)指導案の作成、2)実習目的・

目標の把握とスタッフへの浸透、3) 

設備・看護用具・物品の整備、4)

看護診断・計画の見直し、5)看護手

順、文献の整備の 5項目を設定した。

2)実習目的・目標の把握とスタッフ

への浸透と 3) 設備・看護用具・

物品の整備は、よく行っているから

時々行っていると回答した者が 

6 割を超えていた。 

1)指導案の作成は、8 割近い者が作成していないと回答していた。「その他」として記入されて

いた内容は、見学実習のため、指導案ではなく学生オリエンテーションの資料を作成していると

いう部署があった。 

 「指導案の作成」は、「目的目標の把握とスタッフへの浸透」「設備・看護用具・物品の整備」

「看護診断・計画の見直し」と比較し、有意に行えていなかった（Kruscal-Wallis の検定とその

後の多重比較は Scheffe、 p<.01）。「設備・看護用具・物品の整備」「看護診断・計画の見直

し」は日頃から実施できているため、あらためて実習だからといって行っていないことも考えら

れるが、その点については今回は調査していないため、言及できない。 

 

 

 

図 50    具体的役割の平均点        n＝64 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

指導案

目的目標

設備物品
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手順文献

よく行っている

まあまあ行っている

時々行っている

あまり行っていない

全く行っていない

不明
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２．受け持ち患者の選定(図 52) 

受け持ち患者の選定として、1)実習目標に適した患者を選定し、患者・家族に了解を得る 2)主
治医・スタッフに伝え教員に提示する、の 2項目について質問した。 

 
 
「患者の選定と承諾」は「スタッフ・教員・主治医への提示」と比較し有意に行えていた

（Mann-WhitneyのU検定、p<.01)。しかし２つの項目いずれにおいても、まあまあ行っている
までを含めると 9割を超えており、よく実施されている結果であった。「全く行っていない」と
いう回答は手術部のみであり、受け持ち患者を持たないという実習内容が反映された結果である

と考える。 
 
３．臨地実習オリエンテーション（図 53） 

1)施設・設備に関するオリエンテーションの実施、2)病棟の日課・行事・臨床スタッフ・看護
体制などのオリエンテーション実施、3)患者に学生を紹介する、の 3項目について質問した。 

 
 

 

「学生の患者への紹介」は、「病棟の日課・行事・臨床スタッフ・看護体制などのオリエンテー

ションを行う」と比較して、有意に行えていた（Kruscal-Wallis の検定とその後の多重比較は

Scheffe、p<.05)。「病棟の日課・行事・臨床スタッフ・看護体制などのオリエンテーションを行

う」の項目は、病棟の師長が担当しているとした回答もあり、実習指導者と管理者の間で役割分

担している場合もあるようである。「その他」としては、精神科病棟における「患者に対する注

意事項の説明」、小児科病棟での「両親を対象に行う」、「看護助手さんへの紹介」などの記載

があった。 

 

４．看護過程の指導（図 54） 
１）対象に関する情報収集について助言する、2)患者の看護の質の保証、安全確保に配慮した

看護計画の指導、助言をする、3)学生の思考過程、理解の程度に応じた助言、指導を行う、の 3

項目について質問した。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

患者を選定

スタッフ・教員に提示
よく行っている

まあまあ行っている

時々行っている

あまり行っていない

全く行っていない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設・設備

日課・行事など

患者紹介 よく行っている

まあまあ行っている

時々行っている

あまり行っていない

全く行っていない

図 52   受け持ち患者の選定 n＝64 

図 53   臨地実習オリエンテーション  n＝64 
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 看護過程の指導の中では、情報収集ついての助言が最もよく行われている項目であった。それ

以外の項目でも、「まあまあ行えている」を含めると約 8割近くが行えているという結果であっ
た。半日や 1日の見学実習の部署もあり、そのような部署では指導内容として看護過程の指導が
含まれていないことがわかった。 
 

５．行動計画の指導 
1)行動計画が対象に適しているか判断し助言する、2)看護業務に関する情報を提供し、 

学生の行動計画の修正を助ける、の 2項目について質問した。 
 行動計画に関する 2項目に関しては、まったく同じ回答結果であった。どちらも、「よく行っ

ている」から「まあまあ行っている」までが、8割を超えていた。看護計画と同様に、見学実習

の場合は、行動計画の助言や指導に関する評価が困難であり、無回答とする回答もみられていた。 

 

６．ケアの実践と振り返り 
1)患者との関係が良好に保たれるように学生‐患者関係を調整する、2)必要に応じて看護介入

し、役割モデルとなり患者の質の保証・安全確保に努める、3)ケアを振り返りケアの目的は果た

せたか、観察・分析・判断の妥当性や患者の反応にも注目させ、学びを深化させる、4)スタッフ

に依頼するときは指導方法を説明する、5)看護の喜びや看護の価値を学生が実体験できるよう援

助する、の 5項目について質問した。 

1)の学生‐患者関係を調整する、と 2)必要に応じて看護介入し、役割モデルとなり患者の質の

保証・安全確保に努める、の 2項目は「よく行えている」が 5割を超え、「まあまあ行えている」

までを含めると 3) ケアを振り返りケアの目的は果たせたか、観察・分析・判断の妥当性や患者

の反応にも注目させ、学びを深化させる、5)看護の喜びや看護の価値を学生が実体験できるよう

援助する、の項目も約 8割に達していた。4)スタッフに依頼するときは指導方法を説明する、に

関しては「あまり行っていない」～「全く行っていない」が 1割を超えている状況であった。 

 

７．報告   
1)学生が実習時間内に実施した看護行為について報告を受け適宜助言する、2)対象に関する報

告事項の確認と助言を行う、の 2項目について質問した。 

 2 項目の回答は、同様の傾向を示していた。いずれも「よく行っている」～「まあまあ行って

いる」までを含めると 8割を超え、実施しているという結果であった。「全く行っていない」の

回答がみられたのは、見学実習の部署であった。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

情報収集

計画の指導

理解に応じた助言指導
よく行っている

まあまあ行っている

時々行っている

あまり行っていない

全く行っていない

図 54 看護過程の指導   ｎ＝64 
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８．カンファレンス (図 55) 
1)カンファレンスに参加し、対象に関する必要な情報を提供し、学生の対象の理解を助ける、

2)学生の学習過程を確認する、3)学習の方向づけを助ける、4)専門実践家の立場から対象の看護

の実践について助言する、5)自らも看護を語り学生の看護観を深める、について質問した。 

 

 

 

 この中で、1)カンファレンスに参加し対象に関する必要な情報を提供し、学生の対象の理解を

助ける、が最もよく行えている項目であった。4)専門実践家の立場から対象の看護の実践につい

て助言する、についても「よく行えている」が 5割を超え、臨床での実践家として学生に関わる

ことができていると考えられる。2)学生の学習過程を確認する、3)学習の方向づけを助ける、で

は「よく行えている」が、4割をきっているが、「まあまあ行っている」までを含めると約 8割

程度の回答があった。最も点数が低いのは 5)自らも看護を語り学生の看護観を深める、であり「ま

あまあ行っている」までを含めても約 6割にとどまっていた。 

 

９．実習の評価  
1)学生の学習到達評価のための情報を学生および教員に提供する、2)学生の実習に伴う対象の

反応や臨床スタッフの反応に関する情報を教員に提示する、の 2項目について質問した。 

1)2)のいずれも「よく行えている」は約 2割であった。「まあまあ行えている」を含めても約

6割にとどまっていた。 

 
１０．学生態度の指導   

 態度の指導に関しては、「よく行っている」が 2割、「まあまあ行っている」までを含めると、

約 6割であった。 

 

 今回の調査では、学生が患者を受け持ちながらの実習を想定し、質問項目を設定していたが調

査の対象とした部署には、半日あるいは 1日の見学実習を行っている部署も含まれていたため、

実習内容と一致していない項目もあった。今後は実習の特性を考慮した質問紙を検討していくこ

とも必要である。 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

看護観

実践助言

方向づけ

学習確認

CF参加

よく行っている

まあまあ行っている

時々行っている

あまり行っていない

全く行っていない

図 55    カンファレンス  n=64 
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Ⅳ アンケート自由記載欄 

 

学生の評価や教員の意見をききたい 
・学生さんの実習指導に対する評価を聞きたいです。 
・学生や教員の指導者に対する評価があれば参考にしたい。 
 
実習の体制・指導者の位置づけについて 
・病棟スタッフの協力もあり助かっている。 
・今年度当部署は見学実習のみの学生指導でしたので行っていない部分が多くありあます。 
・当部署の実習は 1日であり、オリエンテーションと施設見学と情報収集で半日かかります。実

際、患者さんに触れることができるのは、2時間ほどとなってしまいます。1日ということで実

習指導に迷いを生じています。具体的な経験項目を設定していただいた方が指導を行いやすい

です。 

・学生指導の担当でない病棟スタッフのかかわりがどのようなものが望ましいか悩むところがあ

る。 

 
保健学科への要望 
・教員 1名は病棟に常在し、指導・介入に加わってほしい。 
・保健学科の先生は他のグループの掛け持ちで忙しそうですが、もっと患者のベッドサイドで指

導してほしいと思います。 
                               などの意見がみられた。 

 

【アンケート結果のまとめ】 

 

① 実習指導者の看護師経験年数は平均 9.19 年、指導者としての平均経験年数は 2.05 年であっ

た。 

② 病棟における実習指導者の平均人数は、2.81 人で 2名の部署が最も多い。 

③ 指導体制は、フリー業務を行いながら学生指導を行うパターンが最も多かった。 

④ １人の指導者が 1日に指導する学生数は 3名が最も多いが 6人以上も 1割を超えていた。 

⑤ 同じ指導者が連続して指導を行っている部署が最も多く、連続する日数としては３～５日で

8割を占める。 

⑥ 指導者の具体的役割として挙げた 10 項目のうち、最も行えている項目は、「患者選定」であ

り、逆に最も行えていない項目は「実習前の準備」であった。とくに「実習前の準備」の中

の「指導案の作成」は、7割以上が行えていなかった。 
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効果的な実習指導の実施を目的として、各部署の教育指導者からなる実習指導者会議を新たに

設置する。実習指導者会議メンバーは、保健学科と連携し、実習指導要項開発のための準備を行

うことにより、教育的視点を身につけ、臨床現場の看護師が教育者として指導できるよう成長す

る。実習指導者会議は、平成 22 年度より２か年をかけ、実習指導要項を作成する。 

本プロジェクトは、平成 21 度実施したアンケート結果を基礎資料として提供し、実習指導者会

議が円滑に推進するよう支援を行う。 

 また、本年度実施したアンケート調査による現状分析をより学問的検討を加えるため、効果的

な実習指導の提供と学生の基本的な看護実践能力を育成するための「看護学生や管理者に対する

実習及び実習指導に関する調査」を研究的視点から行う。調査研究は、学内の倫理審査委員会に

提出し、承認を得た上で実施し、結果は順次学内外の場で発表をすることを視野にいれ、推進し

ていく。 

 
（２）実習指導者育成プログラム 

 
 
 現在実施されている福岡県看護実習指導者講習会に、当院の実習指導者全員を同時に参加させ

ることは、各病棟での人員確保、時間的制約からも困難なため、保健学科及び教育学部の協力の

もと、院内において実習指導者研修会を実施している。実習指導者研修会は、指導者自身が臨地

実習における実習の重要性を認識し、学生に教育的な関わりをもって指導することで、充実した

内容の実習を学生に提供し、学んでもらうことを目的に開催している。１年間の研修会終了後は、

研修に対するアンケート調査を実施し、実習指導者研修会の評価と見直し、次年度の研修計画作

成の基礎資料を得る。 
 
 
 
 平成 20年度まで、実習指導者育成プログラムは年 2回の開催であった。平成 21 年度より月１

回、90 分の講義形式を採用・実施したため、初年度である本年は、１年間の研修終了後に実習指

導者研修に対するアンケート調査を実施し、研修の評価を行った。 

 アンケート調査票の作成においては、プロジェクト事務局において原案を作成し、プログラム

推進ワーキンググループのメンバーであり、かつ研修の講師を担当する保健学科教員からの指導、

助言のもと、修正を加えながら調査票の作成を行った。 
 
 
 
 
 
 
 

実施状況 

実施計画 

平成 22 年度の方向性・課題 
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【平成 21年度 九州大学病院 実習指導者研修会スケジュール】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 実習指導者研修会の講義最終日である 2月 25日に、研修会参加者 44 名に対し以下の方法でア

ンケート調査を行った。その結果は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年度成果 

研修
区分

月　日 科　目 時　間
方
法

講　師 目標及び内容

4月24日
ガイダンス
看護教育課程

川本利恵子教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①実習指導者研修会の目的・目標
②看護師の教育課程について、その概要を指定規則・指導要領の視点から

学び、実習指導につなげる。

基

礎

科
目

5月21日 情報処理
大喜雅文教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①情報通信技術（ICT）の基礎知識を理解し、安全かつ有益な情報の活用を

図る

6月18日 教育方法①

久米弘准教授

（人間環境学研究院
教育学部門　）

①看護師は教師として最適な人材であることを理解する

②看護学生並びに、卒後１年目と２年目の看護師の知識構造について理解
する

7月16日 教育原理

元兼正浩准教授

（人間環境学研究院
教育学部門　）

①看護と教育の異同について理解し、教育の原理から組織経営へという視野

の拡大をめざす

8月20日 教育方法②

久米弘准教授

（人間環境学研究院
教育学部門　）

①知識の構造化と再構造化の必要性について理解する
②前項の実現方略について理解する

9月17日 教育方法③

久米弘准教授

（人間環境学研究院
教育学部門　）

①指導者の役割について自らの知識の再構造化を目指す

10月15日 青年期の心理

藤野成美講師

(　医学研究院

保健学部門　）

①人間の発達と教育課程における心理的な特徴について、青年期を中心に
理解する

11月19日 看護過程

長家智子准教授

(　医学研究院

保健学部門　）

①看護過程各段階における指導のポイント

12月17日
実習指導の
原理

実習指導計画

新小田春美准教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①教育的な関わりをもつために、実習指導の基本と実習指導者の役割につい
て理解する。さらに病院と大学との実習調整、協力体制の重要性について理

解する。

2月5日
実習指導の
評価

川本利恵子教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①実習評価の意義と方法を理解する。さらに実習指導の際に用いる評価用具

について理解する。

2月25日
カンファレンス

の指導方法

川本利恵子教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①カンファレンスの意義や方法を理解する。

総

括
3月18日 まとめ

9：00～12：00

（180分）

川本利恵子教授
(　医学研究院

保健学部門　）

①実習指導についての総括

17：30～

　　　　19：00
　　（90分）

講

義

教

育

及
び

看
護

に

関
す

る
科

目

実

習
指

導
に

関

す
る

科
目
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【平成 21年度 実習指導者研修会のアンケート結果】 

 

 調 査 対 象 者：平成 21 年度の実習指導者研修会受講者 48 名のうち最終講義に出席した  

44 名。 

 調 査 方 法：実習指導者研修会の最終講義終了後にアンケート用紙を配布し、その場で

記入したのち、アンケート回収箱にて回収を行った。 

 回収率：44名(100%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mean±SD （Min－Max)

看護師としての経験年数 8.18±0.61 4‐18

指導者としての経験年数 1.62±0.19 0‐5

（欠損値除く）

表 10 実習指導者の経験年数 n=44 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

毎月1回

1回の時間

開始時間 非常に満足

満足

どちらでもない

不満足

非常に不満足

図 56   研修の時間や研修間隔に対する評価  n=44 

図 57 一年間の研修受講前後における実習指導に対する捉え方の変化  n=44 

検定方法：対応のあるｔ検定　　　　*p<.05
n.s     not significant
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【アンケート結果のまとめ】 

１．1年間の研修を受講することにより、指導者が実習指導を「成長の機会である」と捉えたり、
「不安」の軽減につながっていることが明らかになった。 

２．今年度の実習指導者研修会の受講者は、研修の開始時間や 1回の時間（1時間半）に、あま
り満足していなかった。 

３．「実習指導を担当することへの戸惑い」については、研修受講後に軽減は出来ていない。 
 
 
 
 アンケート調査結果を参考に本年度の研修を評価し、保健学科教員と協力しながら研修の見直

しを行い、次年度のプログラム計画を策定する。 
 また、効果的な実習指導の提供と学生の基本的な看護実践能力を育成するための看護学生や管

理者に対する実習及び実習指導に関する調査を発展させ、研究的視点から行う。調査研究は、学

内の倫理審査委員会に提出し、承認を得た上で実施し、結果は順次学内外に発表をすることを視

野にいれ推進していく。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

評価の必要性と方法の理解

戸惑いの軽減

心構えの理解

指導内容の理解

環境調整の知識

関わり方の知識

指導意義の理解

大いにそう思う 少しそう思う どちらともいえない 少しそう思わない 全くそう思わない 不明

平成 22 年度の方向性・課題 

図 58   研修後に得られた知識や理解の程度  n=44 

図 59   実習開始前に知りたいこと（複数回答） n=106 
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５）教育指導者養成 

 
 
 福岡県看護実習指導者講習会や千葉大学教育指導者育成コースへの参加者を人選する。福岡県

看護実習指導者講習会には年間 2～3人の参加を、千葉大学教育指導者育成コースには年間１人を

参加させる。また、前述の院内で開催している実習指導者研修会に年間 40～50 人を参加させる。 

 
 
 
 院内の実習指導者研修会に 48 人が参加している。実習指導者研修会の詳細は前述のとおりであ

る。 

福岡県看護実習指導者講習会には年間 1名が参加させた。 

 
 
 
院内の実習指導者研修会を開催し、研修に対するアンケート調査結果を参考に、研修の評価、

見直しを行い、保健学科担当教員と協議を行いながら、次年度の研修カリキュラムを検討した。 
 
 
 
 次年度も院内外での研修受講を継続実施させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施状況 

平成 22 年度の方向性・課題 

平成 21 年度成果 

実施計画 
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６）人事交流 

 
 
 臨床で活躍している看護職員と保健学科教員を相互に一定期間研修をさせることで、それぞれ

に課せられた役割を強化し、看護学生及び看護職員の看護実践能力の向上に資することを目的に、

人事交流を行う。初年度である本年は、平成 22年度からの人事交流実施に向けて、保健学科と協

議し、交流計画や方針の決定を行った。 

 
 
 
 看護部より、病棟で教育を担当している副看護師長１名を保健学科への人事交流者として決定

した。プログラム推進ワーキンググループ会議時に、保健学科教員と協議し、保健学科からの人

事交流者の決定や、平成 22 年度看護部からの人事交流内容の検討を行った。 

 
 
 
 平成 22年度からの人事交流計画、方針を決定した。人事交流者は、看護部より、病棟で教育を

担当している副看護師長１名を保健学科へ、保健学科からは、専門分野で資格を保有する教員の

外来等での診療参加、及び教員の専門分野の研修実施を計画している。 
 
 
 
 平成 22年 4月より、看護部からの人事交流者には、ＴＡ実習担当を研修させ、看護基礎教育現

場で教員とともに実際に活動することを通し、教育技法を習得させる。 

 保健学科からの人事交流者には、専門性を生かした外来診療などに参画してもらう。教員自身

の専門分野の看護実践力のブラッシュアップを図るために、病棟において研修を計画的に実施す

る。上記交流活動を通して、臨床現場でのメンター（優れた指導者）としてともに働く臨床看護

職員の実践能力の向上に寄与してもらう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画 

実施状況 

平成 22 年度の方向性・課題 

平成 21 年度成果 
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７）キャリアパス構築 

 
 
 看護職としてのキャリアデザインを自ら描き、実現させていくことを支援していくためには、

看護職員の看護実践力を向上させ、自らが学習するプログラムを提供するとともに、キャリアモ

デルとなるような看護職員のキャリア形成過程の情報提供や職業継続を促進する就業環境の整備

も重要となっている。そのため、キャリアパスに関するナビゲーションシステムを開発、導入し、

看護部と双方向性を持つ情報管理を行うことで、看護職員１人ひとりのキャリア形成を支援する。

本年度は、キャリアナビゲーションシステムを導入している大学病院を視察し、情報収集を行っ

た。 
 
 
  
平成 22 年 1 月に、勤務管理システムと看護師キャリア開発支援システムを連動させ、システム

開発、導入している神戸大学医学部附属病院看護部の Nurse Navi（キャリア開発支援システム）

について、システム開発までの準備事項、必要経費、導入までの流れ、システム利用・管理状況

など、実際のシステムを用いた実例を提示してもらい、情報を収集した。 

 
 
 
視察で収集した情報をもとに、当院におけるシステム開発までの必要作業や課題を抽出し、次

年度からの着手するキャリアナビゲーションシステム開発の基礎資料を得た。 
 
 
 
 看護職員の人事管理、研修管理、資格管理、クリニカルラダー管理、技術習得度管理等を可能

にするキャリアナビゲーションシステムを開発するため、平成 22 年度よりシステム開発のための

ワーキンググループを設置し、九州大学病院看護部でシステム管理したいデータの整理や、運営

管理方法について検討し、医療情報部やシステム開発に関連する他部署と協議を行い、システム

導入のための準備を行う。 

 

 

  

実施計画 

実施状況 

平成 22 年度の方向性・課題 

平成 21 年度成果 
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４．看護実践力ブロッサム開花プロジェクト キックオフ講演会の開催 

 

 本プロジェクトの活動の一環として、キックオフ講演会を以下内容にて開催した。 

 

１．講演会名称 
看護実践力ブロッサム開花プロジェクトキックオフ講演会 
―新人看護職員の育成プログラムの充実に向けて― 

２．開催日時 
平成 22 年 2 月 13 日（土） 13：00～16：00  

３．開催場所 
社団法人 福岡県看護協会 １F研修ホール 
（福岡市東区馬出 4－10－1 ナースプラザ福岡） 

４．開催機関 
 主催者：看護実践力ブロッサム開花プロジェクト 
 主 催：九州大学病院 看護部・九州大学 医学部保健学科 
 後 援：社団法人 福岡県看護協会 
５．目的 
 看護学生の看護実践能力の質の保証、看護職員の看護実践能力の質の持続的な向上を図り、将

来に向けたキャリアパスを構築することを目的に立ち上げた「看護実践力ブロッサム開花プロジ

ェクト」のキックオフ講演会として、主に看護職員及び看護教育担当者を対象に、本プロジェク

トの取組みを広く知ってもらうため開催した。取組みの初年度である本年は、新人看護職員の育

成に焦点を当て、講演会を実施した。 
６．対象 
 看護職員及び看護教育担当者向けに企画立案を行った。 

 講演会開催の案内は、ポスター及びＡ４判のチラシを作成し、九州内の大学病院、看護大学、

県内病院など 458 機関に送付した。 

 また、学内は保健学科や人通りの多い本院掲示板にポスターを掲示し、看護関連従事者以外に

も参加を広く募った。 
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福岡 296

熊本 8

大分 7

佐賀 6

宮崎 4 福井 3 山口 2
大阪 1

７．概要 

 

８．開催反響 

 平成 22年 2月 13 日（土）までに、95 施設からの講演会参加申込みがあった。当日は、外部 112

施設から 327 名、九州大学職員 86 名 合計 413 名の参加者を得た。 

 

 参加者数の 7割を占める 296 名

は、福岡県内の施設からの参加で

あったが、九州内の他県からだけ

でなく、福井県、山口県、大阪府

など広域からの参加者となった。 

 

 講演会終了後、講演内容をまと

めた講演集を作成し、関係各所へ

配布する。 

 

 

 

 

 

 次ページには、キックオフ講演会参加者からのアンケート結果をまとめている。 

 

 

日  時 プ ロ グ ラ ム 

2
月
13
日
（
土
） 

13：00～13：05 挨 拶 （ 九州大学病院 看護部長・事業推進責任者 中畑 高子） 

13：05～15：20 

 
講 演 

 
座長：九州大学病院 看護部長 中畑 高子 
 
１ 北里大学病院 教育看護科長 猪又 克子氏 
「新卒看護師の臨床研修の実際 －シミュレーション研修を中心に－」 

 
２ 福井大学医学部附属病院 副病院長・看護部長 橘 幸子氏 
「看護総合力育成プログラム －ローテーション研修－」 

 
３ 大阪府立成人病センター 看護部長 若林 榮子氏 
「新人看護職員研修への eラーニングの活用」 

 

15：20～15：30 休      憩   

15：30～16：00 総 合 討 論（30分） 

図 60 県別参加者数 



 

【看護実践力ブロッサム開

講 演 会 参 加：413 人  

アンケート回答：301 人  

アンケート回収率：72.9％  
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開花プロジェクトキックオフ講演会アンケート結結果】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後聴講したい講演会 

・シミュレーション 

・医療安全。診療報酬改定後の看護

・今日の講演のような教育の実際、

・中堅ナースの継続教育について。

・ 一つ一つについて、時間を拡大

・医療安全について。コーチング  

・クリニカルラダー 

・ 勤務体制や仕事内容について  

・新人指導者、プリセプターの教育

・キャリア発達に向けての取り組み

・中途採用者向けの研修方法を他病

・臨床研修の努力義務で、新人研修

てた講演を聞ければと思います。

・今回の講演を教育プログラムに入

・新人看護職者研修に向けての教育

・看護大学、専門学校の内容につい

る。 

・現任教育。経験年数は長いのに経

・継続教育について 

・教育担当者対象の研修があるとよ

・ ｅラーニングや、交換研修等を実

開発したものが他の施設にも簡単
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護。  

実践について具体的な事も含めた講演。  

学生→臨床へのつなぎをどうしていくか。 

したものも聞きたい。  

育 

みについて。 

病院はどの様に進めてあるか等の情報交換の場が

修が実際にどう変わっていくか、引き続き新人研

 

入れていきたい。また、とても良い内容で勉強に

育担当者への教育について。教育の評価等。  

いて知りたい。技術職だが、あまりにも何も出来

経験内容が浅いスタッフへの教育（中途入職者な

よい。教育方法などを院内で行うのは難しい。

実際に手掛けている人の話が聞きたいと思いまし

単に広げられるような仕組みになってほしい。

が欲しい。  

研修に焦点をあ

になりました。  

来ない新卒がい

など） 

した。一ヶ所で
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７．感想 

・中小病院は教育に対して大変難しい面があります。ハード面及び新卒が入職しないなど。 

こういう研修時間をありがとうございました。役立ちます。 

・来年も新採用者を迎える準備をするこの時期に聞きたいと思った。 

・教育は私達の中で切り離せない事なので多くを学びました。今回の研修を感謝致します。  

・大変参考になりました。また頑張っていこうと思いました。 

・新しい知識を得る事が出来ました。ありがとうございました。 

・ ｅラーニングの教育については、目からうろこであった。しかし、作成する段階での大変さや、

システムや物品が変更する度の作りかえは大変であろうと思った。 
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５．広報活動 

１）プロジェクトホームページの立ち上げ 

ホームページの開設にあたっては、九州大学病院や看護部、ＧＰのＨＰなど、様々なサイトに

ついての情報収集を行った上で、ＨＰ立ち上げのための仕様を検討し、制作会社と打ち合わせを

行い、開設準備にあたった。 

 ホームページの運営管理においては、院内の資源を有効活用するために、医療情報部と協議を

行い、医療情報部所有のサーバーへのシステム格納を行った。 

 本プロジェクトの企画、実施、評価等、活動の進捗状況を広く広報するため、プロジェクト専

用のＨＰの開設を準備し、平成 22年１月より順次立ち上げた。 

 

 

 

 

URL：http://blossom.kaika.project.med.kyushu-u.ac.jp/ 

 

【看護実践力ブロッサム開花プロジェクト ホームページ ＴＯＰページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年10月～

ＨＰ仕様検討

平成21年12月～
ＨＰ案作成

平成22年1月～
ＴＯＰページ

公開

平成22年3月～
ＨＰ全ページ

公開
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看護実践力ブロッサム開花プロジェクト広報 ホームページの開設 

（仕様書） 

 

１．概要 

 本ホームページ作成は、平成２１年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）の「看護職

キャリアシステム構築プラン」（５か年：平成 21～25 年度）の一環として行うものである。 

 本補助事業全体の目的は、病院看護部と医学部保健学科が連携した教育プログラムや教育体制

を開発・連携することで、看護学生の看護実践能力の質を保証し、看護職員の看護実践能力の質

の持続的な向上を図り、将来に向けたキャリアパスを構築することである。 

 上記の目的を果たすための事業の一環として、看護実践力ブロッサム開花プロジェクトホーム

ページを立ち上げ、広く広報活動を行う。 

広報活動の対象：社会一般、九大病院看護職員 

 

２．Web サイト構成 

 トップページの下記項目から各階層に入る。 

 （１）ごあいさつ 

 （２）プロジェクト概要 

 （３）活動内容 

 （４）資料一覧 

 （５）eラーニング 

 （６）リンク集 

 （７）お問い合わせ 

 

３．システム構築 

 （１）新着情報作成、変更 

  作成した HP は、九州大学病院担当者が管理画面にログインし、必要に応じて変更やデータの

リンクなどができるようにする。 

 （２）お問い合わせ 

  フォームに氏名、メールアドレス、お問い合わせ内容等を入力し、特定のメールアドレス宛

（複数）に送信できるようにする。 

４．機器、ネットワーク等 

 受託するシステムを格納するサーバー及びネットワークは、九州大学病院既存の資産を使用す

るものとする。サーバーは、医療情報部に設置されているものを借用する。 

５．留意事項 

 （１）導入スケジュールは、発注者と協議することとし、発注者の指示に従うこと。 

 （２）請負者は、発注者と十分な協議をし、製作に取り組むこと。 

 （３）請負者は、発注者の求めに応じ、サイト構成などを適宜変更すること。 

 （４）請負者は、開発に対し問題点が発生した場合は、発注者と協議して解決にあてること。 

 （５）請負者は、本件請負に伴い情報等を第三者に公開、あるいは提供してはならない。この

ことは、請負終了後も適用する。 
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 （６）本件請負に伴い発生する使用権は、本学に帰属するものとする。 

 （７）請負完了期間までに運用可能な状態で請負を完了すること。 

６．保証 

 引渡日より起算して１年以内に請負者の責による障害が生じた場合は、直ちに請負者の負担に

おいて修正するものとする。 

７．その他 

 （１）ページ等のデザイン、構成などに関しては発注者と請負者間で入念な打ち合わせを行う

ものとし、発注者の指示のもとで原案を作成し、発注者の承認後決定稿として採用する

ものとする。 

   作成の流れは以下のとおりとする。 

   １）看護部からホームページに関する思いやイメージがあればそれをヒアリングする。 

   ２） １）のヒアリング内容をもとに請負者にてサンプルを作成する。 

   ３）看護部に確認していただき、合意を得る。（２，３を繰り返し、デザインを確定する） 

 （２）九州大学病院、病院看護部と関連のあるホームぺージであることを十分に考慮し、視覚

的な効果も含め、より魅力のあるホームページ作成を行うものとする。 

 （３）本ホームページは、氏名、住所等の個人情報を扱うことに十分留意し、個人情報保護等

のセキュリティー強化を行うものとする。 

 （４）開発作業担当責任者は、発注者と緊密な連絡をとるとともに、作成の状況を報告する。 

 （５）請負者は、本仕様書に基づく発注者の指導、助言をもとにシステム作成作業を実施する

ものとする。 

 （６）その他詳細については、発注者の指示によるものとする。 

 （７）ホームページの運用は九州大学病院内のスタッフとする。よって、そのスタッフが運営

可能なシステム構築を行うこととする。なお、運営者のスキルは Excel、Word、Mail 等

の基本的な PCの操作が可能なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２）プロジェクトダイジェスト

 プロジェクトの初年度である本年

明したＡ３サイズ、２つ折りのダイ

ジェクトキックオフ講演会参加者に
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ト版の作成 

年度は、図式化したイラストとともにプロジェク

イジェスト版を作成した。作成したダイジェスト

に資料として配布した。 

クトの概要を説

ト版は、本プロ
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３）キャリア・ナース応援マガジン『PHILIA』掲載 

  本プロジェクトの取組みは、2010 年 2月 5日株式会社メディカル・プリンシプル社発行の

『PHILIA No.3』での「PHILIA frontier」で４ページにわたり紹介された。 

 

 

  

『PHILIA No.3』（February 2010） 

p.p.6-9 に掲載 
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６．本年度の取組み評価 

１）内部評価 

 平成 22年 3月 9日、第２回看護キャリアシステム運営実行委員会と「平成 21年度看護実践力

ブロッサム開花プロジェクト内部評価委員会」を同時開催した（委員会構成員は 29ページの看護

キャリアシステム運営実行委員会名簿参照）。内部評価委員会では、報告書（案）をもとに、平

成 21年度の事業実施状況や成果について討議を行った。 

委員会では、新人看護職員の看護技術習得度分析において、平成 20年度、21 年度の看護技術

習得度比較や、2年目、3年目の看護職員の看護技術習得度経年比較などから、年度にかかわらず

習得度の低い看護技術の項目が共通であると報告された。この報告に対して、長期的にデータを

収集し、分析していると高い評価を得た。その看護技術習得度の分析では、「配属された部署に

よっては、１年間で経験できる内容も差が出てくることは当然の結果なので、今後は、部署によ

る違いも勘案した分析を行ってはどうか」との意見が出された。 

また、「配属された部署によって、通常業務の範囲で経験し、修得できる看護技術には限界が

あり、技術習得度のみで評価されると新人看護職員の自己評価を下げることに繋がらないか。」

という懸念が指摘されたが、厚生労働省から新人看護職員が卒後 1年間に修得すべき知識、技術

の到達目標が提示されており、当院でも、その到達目標をガイドラインとして必要な看護技術を

新人看護職員が修得することが望ましいと考えている。そのため、現場教育、集合教育、病棟間

相互研修などで、未経験の看護技術を経験、学習する場を提供し、入職から 5か年で、看護技術

だけでなく、総合的な看護実践能力をもった看護職員を育成する計画であることを報告した。 

複数の疾患を持つ患者の看護で、多岐にわたる領域の看護技術の提供ができるよう看護職員を

育成することは必要不可欠であるため、看護実践の場で、患者の状況をアセスメントし、自己の

力量を判断した上で、看護ケアの優先順位を決定し、他スタッフへの協力依頼が適切にできるよ

う総合的な状況判断力を養うことを目的とした多重課題研修や、看護技術の修得度の低い救命救

急技術やフィジカルアセスメント技術を強化する新人看護師育成プログラムの重要性が再確認さ

れた。 

静脈注射認定看護師育成プログラムでは、講義終了直後、7割以上の人がプログラムに満足し

ているが、筆記試験終了直後のプログラム評価について不満足な人が増えるという結果であった。

その背景として、筆記試験の合格率の低さや、筆記試験の難しさが予測される。このことに対し、

医学教育学の委員より、試験問題の妥当性の検証や分析をする際には、協力が可能であるとの申

し出があり、今後検討することとした。 

内部評価委員会で寄せられた様々な意見や助言を次年度以降のプログラムの企画・実施に活用

することとし、平成 21年度看護実践力ブロッサム開花プロジェクトの活動について内部評価を得

た。 
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２）外部評価 

平成 22 年 3 月 12 日に、「平成 21年度看護実践力ブロッサム開花プロジェクト外部評価委員会」

を以下メンバーで実施した。外部評価委員会では、内部評価委員会同様に報告書（案）をもとに、

平成 21 年度の事業実施状況や成果を報告した。 

 

【平成 21年度外部評価委員名簿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所  属 職  位 氏  名

福岡女学院看護大学
教務部長
教授

窪田　惠子

西南女学院大学
保健福祉学部　看護学科

教授 飯野　英親

所  属 職  位 氏  名

委員長
看護部長

中畑　高子

教育担当
副看護部長

松本　裕子

教育
看護師長

山崎　雅代

教育
副看護師長

山口　千夏

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

副委員長
教　授

川本利恵子

医学研究院
保健学部門
臨床健康支援看護学領域

講　師 中尾富士子

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

講　師 藤野　成美

医学研究院
保健学部門
広域生涯発達看護学領域

助　教 末次　美子

＜プロジェクト事務局＞

所  属 職  位 氏  名

看護師 白井ひろ子

看護師 藤野ユリ子

看護師 吉川由香里

事務員 野上　千穂

病　院
看　護　部

病　院
看　護　部
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 外部評価委員会では、大学教員である外部評価委員から、看護基礎教育の現場では、限られた

実習や演習時間の中で、シミュレーションによる実技テストだけを終え、看護実践能力到達度が

曖昧なまま卒業している現状があり、看護基礎教育課程の解決すべき課題について率直な意見も

寄せられた。そのため、本プロジェクトで整備するシミュレーターを保健学科学生にも貸し出し、

早い段階からの技術習得を支援してほしいとの要望が出された。 
 臨地実習指導の指導体制に対する調査については、大学側から実習で指導してほしい内容や指

導要項を実習受け入れ先に十分に伝達できていないことも受け入れ準備に影響を与えているので

はないかという意見も寄せられた。 
 また、実習指導者の役割について、外部評価委員より「自分もなかなか実習指導を担当するモ

チベーションが上がらず、順番で回ってきているという受け止め方をしていたが、実習指導者は

コーチングなどの教育スキルを身につけるキャリア形成の重要なステップであると学んだ」とい

う実体験をもとに、「実習指導者研修会等を後押しし、キャリアとしての実習指導者という役割

について動機付けを強化するなど工夫してみてはどうか」との助言を得た。 
静脈注射認定看護師育成プログラムで作成した研修資料の使い方として、外部の医療施設など

にも配布し、情報発信することで地域貢献にもつながるので、検討してみてはどうかとの意見も

寄せられ、今後の検討課題となった。 
 外部評価委員のメンバーからは、看護技術習得度チェック項目の中には「皮内注射」、「成人

患者への直腸検温」等、臨床実践の場で実施頻度の少ない項目も散見できるので、その事実を補

足で記載し、医療従事者だけでなく、医療に関する専門知識のない様々な分野の人が報告書を読

んでもわかりやすい報告書の作成を心がけるようにとの助言を得た。また、大学院卒業者や教育

者、認定看護師などロールモデルとしてキャリアを持つ人たちのキャリア形成のきっかけなどを

ホームページ等に載せてはどうかとの提案が出された。この提案については、今後開発予定のナ

ビゲーションシステム内での掲載を計画中であることを報告し、５か年の事業計画の中で実施し

ていくこととした。 
寄せられた助言や意見を次年度以降のプログラムで検討、活用することとし、報告書の修正を

行い、平成 21年度看護実践力ブロッサム開花プロジェクトの活動について外部評価を得た。 

 
 
 


